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消費者委員会 地方消費者行政専門調査会（第９回） 

議事次第 

 
 

１． 日時:平成２２年１２月１６日（火） 午前１０時～午後０時２０分 

 

２．場所:消費者委員会大会議室１ 

 

３．出席者: 

（専門委員）:稲継座長、沼尾座長代理、奥山委員、国府委員、斎藤委員、菅委員 

       田中委員、野口委員、馬場委員、圓山委員、矢野委員、山下委員 

（担当委員）:池田委員、佐野委員、下谷内委員、山口委員 

（オブザーバー）:池本弁護士 

（説明者） :消費者庁 林地方協力課長 

独立行政法人 国民生活センター 日下部企画調整課長 

       独立行政法人 国民生活センター 窪田情報部長 

（事務局）:齋藤審議官、原事務局長 

 

４．議事: 

 （１）開 会 

（２）地方消費者行政の基盤・環境の整備について 

（３）地方消費者行政の実態と対応策について 

（４）閉 会 
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≪１．開 会≫ 

 

○原事務局長 おはようございます。時間になりましたので、始めさせていただきたいと

思います。今日も朝早くからありがとうございます。 

 ただいまから、「消費者委員会 地方消費者行政専門調査会」の第９回の会合を開催い

たします。 

 なお、本日は、所用により、担当委員の日和佐委員が御欠席ですが、専門委員の皆様は、

ちょっと遅れておられる委員の方もいらっしゃいますけれども、全員御出席ということに

なっております。 

 議事に入ります前に、配付資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 議事次第と書かれたものの次に、配付資料の一覧をお付けしております。今日は膨大な

資料になっておりますけれども、資料１と資料２は、前半、御議論をお願いいたします

「地方消費者行政の基盤・環境の整備について」の論点に係る資料で、消費者庁と消費者

委員会で準備した資料でございます。 

 資料３、これは「地方消費者行政に関する特別世論調査」のクロス集計の結果です。 

 資料４、資料５、資料６は、後段の御議論をお願いしたいと思っております「地方消費

者行政の実態と対応策について」に関係する資料です。 

 資料７が、これも後段の御議論で、「市町村の相談窓口体制整備のための対応策」のた

たき台を準備しております。 

 資料８が「今後のスケジュール（案）について」。 

 資料９から資料 13 までが、専門調査会の委員、オブザーバーからの御意見ということ

で、資料として準備をさせていただきました。 

 それから、参考資料１、２、３、４とございますが、参考資料１は「『地方消費者行政

活性化基金』の活用状況について」。 

 参考資料２が「当面のＰＩＯ－ＮＥＴの利用範囲の拡大について」。 

 参考資料３「市町村連携による広域的な消費生活相談等の対応例」。 

 参考資料４が「『住民生活に光をそそぐ交付金』の活用について」ということで、消費

者庁の方でご準備をいただきましたけれども、これも一つひとつ、議題になるぐらい大き

な課題ではありますけれども、今日は議論の参考のためということでお付けしております

ので、御確認をいただけたらと思います。 

 不足の資料がございましたら、審議の途中でも事務局にお申出いただけたらと思います。 

 それでは、稲継座長、議事進行、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

≪２．地方消費者行政の基盤・環境の整備について≫ 

 

○稲継座長 それでは、議題に入りたいと思います。 
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 本日は、まず、前半１時間で「地方消費者行政の基盤・環境の整備について」を議論し

ます。 

 まず、消費者庁の地方協力課から、行政と多様な主体との連携や地方消費者行政の充実

強化に向けた組織体制と人材育成について、国の取組を踏まえて御説明をいただきます。 

 続けて事務局から論点を御説明いただいた後、一括して御質問、御意見をお願いしたい

と思います。 

 そして、後半１時間では「地方消費者行政の実態と対応策について」を議論いたします。 

 まず、事務局から、消費生活相談に関する実態調査等について報告を行っていただきま

す。 

 続けて、現場の実態に関連して、国民生活センターから巡回訪問事業で把握された、消

費生活相談の最前線の実情とＰＩＯ－ＮＥＴの入力における相談員の負担の実態について

御説明をいただきます。 

 最後に、前回、事務局に作成をお願いいたしました相談体制の整備の考え方に関するた

たき台でございますけれども、これについて事務局から説明をいただきたいと思います。 

 なお、御質問、御意見は、順次説明を行っていただいた後に一括してお願いしたいと思

います。 

 それでは、まず、前半の１時間ということで、消費者庁の林地方協力課長から御説明い

ただきたいと思います。恐れ入りますが 10 分程度でよろしくお願いします。 

○林地方協力課長 それでは、早速資料１の説明を行いたいと思います。１枚めくってい

ただきまして、「行政と多様な主体との連携について」という資料をご覧いただきたいと

思います。 

 まず、基本的視点でございます。地方消費者行政の充実・強化を図っていくということ

は、非常に大きな課題でございまして、このためには、それぞれの地域の住民の方々に消

費者問題について意識を高めていただいて、このことがそれぞれの自治体の首長さん方の

問題意識の向上にもつながるのではないかということで、そのために、消費者をキーワー

ドに活動されている消費者団体の方々はもちろんですけれども、多様な主体の参加と連携

を促すということが必要なのではないか。そのことによって、消費者行政の充実・強化が、

時間はかかるかもしれませんが、こうした住民の方々の後押しによって図られていくので

はないかということでございます。 

 １枚めくっていただきまして、「国としての取組」で、詳細は別途の資料を付けさせて

いただいておりますが、「住民生活に光をそそぐ交付金」の御紹介をさせていただいてお

ります。この補正予算で 1,000 億円が措置をされまして、ソフト事業に広範に使うことが

できる交付金という形になっておりますけれども、その対象の第１番に地方消費者行政挙

げられています。私どもの承知しているところによれば、12 月、暮れも押し迫った段階

ですので、それぞれ地方議会が始まっているものですから、平成 23 年度、平成 24 年度に

わたって基金を積んで、活用する、あるいは今年度の執行も可能という形で、この 1,000
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億円というのは活用可能と伺っております。 

 この交付金を活用していただいて、こういった地域の多様な主体、それから、地方公共

団体内部も消費者行政担当部局に限らず、福祉ですとか環境ですとか、あるいは高齢者や

少子化対策をやっている部門、こういった部門でも連携をしていただいて、こうした消費

者問題に活用していただければということで働きかけを行っているところでございます。 

 「光をそそぐ交付金」につきましては、先週の９日に東京で、まず各都道府県や政令市

を集めた説明会を開催させていただきまして、年内、都道府県からの要望に応じまして、

私ども地方協力課の職員が出向きまして、各市町村向けの都道府県単位の説明会も順次開

催いたしているところでございます。 

 今のところ、年内、まずは６か所ほど日程が確定しておりまして、そのほかにも２、３、

まだ年内にやってほしいという要望をいただいておりますので、現在、日程調整も含めて

説明の機会を設けようとしているところでございます。 

 続きまして、国として取組②という資料をご覧いただきたいと思います。 

 消費者行政ブロック会議、これは、長官に直接地方に出向いていただいて、都道府県、

政令市の担当部局長さんにお集まりいただいて、フリーな議論をしながら、こういった多

様な主体との連携、あるいは行政内部での横の連携といったようなことを意見交換させて

いただいて、問題意識を高める取組というのも併せて行っております。年内４か所やりま

して、年明け、中国四国と九州沖縄が残っておりますけれども、これも順次開催をしてい

く予定となっております。 

 それから、地方消費者グループ・フォーラム、これは全国消団連の皆様と連携をいたし

まして、各ブロックごとに、消費者団体をはじめとしたいろいろな団体に参加をいただい

て、消費者問題について議論を深めるといった取組を年明けから全国８か所で開催してい

きたいと思っております。 

 次に、事例紹介として、行政と多様な主体との連携についての具体例を挙げさせていた

だきました。 

 ここでは、今年の２月に設立されました、三重県の「みえ・くらしのネットワーク」、

岩手県の消費者行政推進ネットワークを御紹介させていただいております。別途、資料と

して全国の状況を地図に落としたものも付けさせていただいておりますけれども、このほ

かにも、本年５月には福島や滋賀で、９月には岐阜で、来年３月には和歌山でそれぞれこ

ういったネットワーク組織というのが立ち上がる方向になっておりまして、こういった多

様な団体のネットワークという組織も順次各地で立ち上がりつつあるという状況となって

おります。 

 次に、事例紹介の②として、多様な担い手の養成ということで各地の取組を御紹介させ

ていただきました。 

 神戸市では、これは昨年から行っている取組でもありますが、基金を活用していただい

て、コンシューマー・スクールを開講し、消費者問題についての専門家を養成して、市で
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登録いたしまして、各地での勉強会などに講師派遣をしたり、消費者相談員の方々のアド

バイスを行っていただいたりということで、専門家を養成するという取組を行っています。 

 行方市では「くらし安全マイスター」ということで、地域の商工会と連携いたしまして、

リフォームなどに関する相談や助言指導といったようなことで、専門的な知識を要求され

るようなものも地域の経済界と連携をすることによって、消費者問題の解決に当たられて

いるといったような取組をされています。 

 次に、地図に落としたものを付けさせていただいております。 

 これは、青色で塗ってありますものが、知事を本部長とする都道府県単位の本部組織を

立ち上げていただいている県でございます。そのうち、白い星で打ってあるところが消費

者庁創設以降にこうした本部組織が立ち上げられたところでございます。こうした都道府

県知事を本部長とします本部組織につきましては、先日、「光をそそぐ交付金」の活用に

ついて、各都道府県知事あるいは市区町村長さんに長官名のお手紙を出させていただいた

ときに、都道府県知事さん宛てに改めて、まだ設立されていないところについては、是非

こうした組織をつくってほしいというのも重ねてお願いをさせていただきました。 

 また、赤丸、白丸で打ってありますところが、先ほど御紹介させていただいたような多

様な団体のネットワークが都道府県単位で形成されているところということで、参考にし

ていただければと思います。 

 次に、地方消費者行政の充実・強化に向けた組織体制と人材育成の在り方ということで、

消費者庁といいますか、基金の創設の前後、どういう状況になっているかということを御

紹介させていただいた資料をお配りしております。 

 参考資料として、基金の活用状況については、別途、相談員さんの処遇改善ですとか、

あるいはこういった専管組織の設置ですとかといったことについて、数字のデータを付け

ておりますので、これはまた参考にしていただければと思います。 

 まず、専管部署の設置状況については、平成 21 年度の当初、これは４月１日時点です

けれども、ここで見ますと、都道府県でも専管の課以上を設置している割合は４分の１、

市町村では、課以上を設置している割合は 1.4％という状況でございました。 

 平成 22 年度に入りまして、この基金の活用というのも順次進んでまいりまして、北海

道や新潟では課を設置するといった動きが出てきております。 

 それから、消費者行政担当職員の配置状況でございますけれども、平成 21 年の当初の

時点では 5,190 人。これは実は 10 年前と比較しますと半減という状況でございました。

都道府県では７割５分が専任職員、政令市では９割ということになっておりますけれども、

市区町村では専任の職員を配置しているというのは１割強という状況でございました。 

 これに対しまして、平成 22 年度に入りまして、定員を増やすといった動きも 14 の都道

府県で出てきております。こうした動きをさらに基金、あるいは交付金を活用していただ

いて進めていきたいと思っております。 

 次に、人材育成に関する研修関係の取組の御紹介でございます。 



 5

 まず、国民生活センターでは、平成 22 年度、78 コースの研修を実施いたしておりまし

て、特に要望の強い地方での開催について 55 コースということで、７割強の研修につい

ては、地方に出向いて実施をしていただいております。 

 相談員さん向けのほかにも行政職員対象の研修も８コース実施させていただいておりま

す。 

 また、消費者庁におきましても、執行専門研修などを実施させていただいて、特に法執

行について、なかなか取組が進まない都道府県、アンバランスがありますので、こうした

ところの執行力の強化に向けた取組も行っております。また、法令研修の実施や消費者庁

に地方公共団体の職員の方々を実務研修員として受け入れるといったことも行っておりま

す。 

 基金を通じた支援といたしましては、従来よく相談員さんについて言われましたのは、

研修に参加をするにも費用、特に旅費などが支払われない、自腹で参加ということがあっ

て、これではなかなか研修参加の機会は恵まれないということもございましたけれども、

基金を活用していただいて、こういった研修の参加費用なども充当していただいたり、あ

るいは法執行の担当者の増員配置といったことも行っていただいているということで御紹

介させていただきました。 

 このあとには、参考として、本年２月に策定いたしました「地方消費者行政の充実・強

化のためのプラン」のうち、このテーマに該当する部分を付けさせていただいております。 

 それから、参考４以降は、本年３月に閣議決定をいたしました「消費者基本計画」の中

で、地方消費者行政の充実・強化に向けた取組、これも一つ大きな柱になっておりますの

で、どういった施策が位置付けられているかということを参考資料として付けさせていた

だきました。 

 私からは以上でございます。 

○稲継座長 どうもありがとうございました。 

 続きまして、事務局の方から、地方消費者行政の基盤・環境の整備に関する論点につい

て御説明をいただきます。お願いします。 

○齋藤審議官 事務局の齋藤でございます。 

 資料２－１をまずご覧いただければと思います。ここでは論点を２つに分けております。 

 最初の論点は、行政と消費者、事業者などの協働、消費者の声を政策決定などに反映さ

せるシステム構築の在り方というものでございます。 

 その中が３つに分かれておりますけれども、最初は、主に消費者との協働という観点で

整理したものでございます。ただいま消費者庁の方からも御説明がありましたように、行

政がさまざまな主体と協働を行うという例が挙がってきております。こうした地域の多様

な主体の活動というものが、消費者行政が効果を上げるための重要な基盤となっていると

考えられます。 

 その下の方に①、②ということで掲げておりますけれども、①の方では、例えば、連携
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の場となる協議会、ネットワークといったものをつくっていく。あるいは、出前講座、消

費生活展といった形で、行政と消費者団体等とが協働で事業を実施するという連携の形も

ございます。また、適格消費者団体に対して、行政としてさまざまな形で支援するという

こともございますし、また、意識の高い地域の消費者を育て、その方々をモニターやサポ

ーターといった形でお願いをいたしまして、地域の活動の核になっていただく。行政と地

域とのつなぎ役になっていただくといった形での連携というものも進んでおるところでご

ざいます。 

 また、②の方でございますが、消費者、高齢者、障碍者などの声を行政に反映するとい

うことで、審議会、あるいは連絡会議といった場を通じて意見を吸い上げるということも

行われているようでございますし、また、東京都などにおきましては、条例に基づく意見

申し出制度というものも設けられております。 

 こういった形で地方ではさまざまな取組が進んでおりますが、国としてもモデル的な事

例の紹介、あるいは情報提供、ブロック会議の開催等、いろいろ支援を行っておりますが、

さらにどういう支援が可能かといったことが一つの論点かと思われます。 

 （２）でございますが、事業者団体との連携協働ということでございます。 

 ①に挙げておりますが、行政から事業者団体への情報提供、あるいは意見の吸い上げと

いった協力関係の構築、あるいは事業者団体が自ら行っております自主規制、あるいは消

費者向けの啓発活動、こういったものに対して行政がどういうふうに連携していくかとい

ったこともまた一つの論点かと思われます。 

 （３）でございますけれども、こちらは消費者教育という観点で整理したものでござい

ます。 

 学校や大学における消費者教育の内容の充実ということが必要ですけれども、さらに、

そこに地域の多様な主体が関わる。また、学校教育以外でも地域社会で若者から高齢者に

至るまで、その特性に応じて必要な知識、情報提供を行っていくことが必要ではないかと

考えられます。そのために、情報提供や啓発の機会の拡充という観点からは、福祉等他部

門との連携ということが重要な課題となるかと思いますし、また、教育を担う担い手とし

て、現場で消費者相談に携わっている方、あるいは民生委員等福祉関係者、そういった切

実な問題に触れている方、そういう方にも関与していただくことが必要ではないかと考え

られます。 

 ２つ目の論点でございますが、地方消費者行政の充実強化に向けた組織体制と人材育成

の在り方ということでございます。 

 （１）に挙げておりますのは、組織体制の関係でございますが、国における消費者庁や

消費者委員会の設立と並行して、地方におきましても、先ほど消費者庁からの御説明にも

ありましたが、課でありますとか、あるいは局といったものにまとめていくという動きも

見られます。ただ、まだ多くの地方では、消費者行政に関する事務の位置付けは相対的に

低いものになっているのではないかと考えられます。そういう意味で、部局横断的な連携
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というものについても課題を抱えております。本部をつくったり、あるいは計画というこ

とで連携を図るということも行われておりますけれども、組織的な意味での体制充実とい

うものもさらに検討する必要があるのではないかと思われます。 

 次の（２）でありますけれども、こちらは人材育成という問題でございます。 

 消費者行政を担う人材をどうやって育成していくかということで、国としても国民生活

センターを通じたさまざまな研修を行っておりますし、地方公共団体としても取り組んで

いらっしゃるとお聞きしております。こういう研修を通じて知識やノウハウを高めていく

ということも必要ですし、さらに、それだけではなくて、そういう分野の専門性をもって、

将来展望が得られるようなキャリアパスをつくり上げていくことで士気を高めていくとい

うことも必要ではないかと思われますし、また、消費者行政に携わる職員だけではなくて、

職員全般に消費者行政の重要性に対する意識を高めてもらうということも必要ではないか

と思われます。 

 以上が論点でございますが、参考資料を付けておりまして、簡単に御紹介をさせていた

だきます。 

 まず、資料２－２でございますが、こちらは消費者教育に関する規定が消費者基本法と

消費者安全法に、国と地方公共団体それぞれ啓発や消費者教育を進めていく責務があると

規定されております。 

 それから、行政の人材育成に関しては、消費者安全法の第 11 条、一番下のところでご

ざいますが、そこに相談員の適切な処遇、研修の実施、あるいは専任の職員の配置・養成

といった形で規定がされております。 

 それから、資料２－３でございますが、こちらは、国会における議論で関連する部分を

拾い上げたものでございます。 

 １ページ目に書いておりますのは、行政と消費者、事業者の協働の事例の御紹介が国会

の議論の中であったということで、最初の箱にありますのは、北海道でやられている事例

でございます。２つ目の箱にありますのは焼津市。３つ目の箱にありますのは富山県、あ

るいは滋賀県の野洲市で行われている事例の紹介がございます。 

 また、一番下では、事業者との協働ということに触れたところがございます。 

 ２ページ目の２つ目の箱の中でございますけれども、大学との協働ということを打ち出

した御意見もございます。 

 ３ページ目でございますが、消費者団体との連携ということに関連しては、最初の箱の

ところには一般的な考え方が述べられているかと思います。 

 ２つ目のところでは、市の補助金をいただきながら、いろいろ活動しているという実態

の御紹介があります。 

 ３つ目の箱のところでは、適格団体の抱えている問題、４つ目の箱におきましては、予

算的に非常に厳しいといった実態の紹介がございます。 

 ４ページ目でございますが、消費者教育・啓発ということに関連いたしまして、一番上
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の箱の中では、学校教育の中でしっかり教えていくことが重要だという御指摘があります

し、２つ目の箱では、それを受けて、新しい学習指導要領において内容の充実を図られて

いるという紹介がされております。また、３つ目の箱におきましては、いろいろな環境教

育でありますとか、ＩＴ教育でありますとか、いろいろな教育というものがうたわれてい

るわけですが、さらにもっとさかのぼった、アプリケーションではなくてＯＳの部分とい

ったものをもっと築き上げていくようなことが必要ではないかという御指摘がございます。 

 ５ページ目にいきまして、２つ目の箱でございますが、現場の方々が学校に入って社会

教育等、あるいは消費者教育等を携わっていただく必要があるという御指摘がございます。 

 ３つ目の箱も同様の問題意識かと思いますが、消費者教育・啓発と相談というものが密

接に関係しているという御指摘があります。 

 それから、一番下の箱でございますけれども、そこも高齢者の施設で働いている方々に

しっかり学んでいただいて、高齢者に伝えていくという形で教育というか啓発を進めてい

く必要があるという御指摘もございます。 

 ６ページでございますが、その中では、企業として社員に対する教育というものも重要

ですし、企業が消費者教育を担うという考え方もあるという御指摘がございます。 

 ７ページでございますが、組織体制、人材育成につきましては、最初の箱にありますの

は、どうやって意欲を持って行政に従事してもらうかという観点が重要だという御指摘が

あります。 

 ２つ目の箱の中では、国税の研修の充実、さらにそれをもっと発展させて、消費者行政

大学校の設立といったようなアイデアも御披露されております。 

 ３つ目の箱のところでは、専門的な知識をもって消費者問題を解決していく人材、そう

いう人材を社会全体としてどうやって育成していくかということが重要ではないかという

御指摘がございます。 

 資料２－４の方は、消費者委員会事務局が昨年末にかけて実施した調査の中で拾い上げ

た、現場の声ということで挙げたものでございますが、１の方に書いておりますのは、外

部の団体との連携状況について幾つか例を挙げております。 

 ２のところで、相談員及び消費者行政担当職員の研修ということに関連いたしまして、

いろいろ御要望が挙がっておりますけれども、研修の充実を望む声が非常に多いというこ

とがうかがえるところでございます。以上でございます。 

○稲継座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、今の御説明に対しまして、御質問や御意見のある方は御発言をお願いいたし

ます。 

 なお、なるべく多くの方に御発言いただきたいと思いますので、御発言は簡潔にお願い

します。どなたからでもお願いします。いかがでしょうか。野口委員、お願いします。 

○野口委員 御説明をありがとうございました。 

 先ほど御紹介いただいた資料２－１で、質問というよりは要望、リクエストということ
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になるかと思うのですけれども、１ページの（３）でありますとか、論点２の（２）、人

材というところで消費者も含めてということであると、ここに関わってくる話であると思

うのですけれども、「消費者の自立」という言葉を是非入れていただきたいと思っていま

す。恐らく、現状の表現でも、「一定の知識と確かな判断力を持って、被害に遭うリスク

を低減していく」という表現の中に、恐らくは「自立」という意味が含まれているとは思

うのですけれども、消費者の自立というのは消費者基本法にも示されている目的であり、

消費者が自立していく仕組みづくり、そのために消費者の方にいかに行動していただくか

という仕組みを考えていく必要があると思いますので、もし可能であれば、消費者の自立

を促すとか、消費者の自立を目的とした消費者の育て方というのはどういうものなのか、

という表現を入れていただきたいということが１点。 

 あとは、市町村の体制に関わる話なのですが、後々の論点でも出てくるかもしれないの

ですけれども、論点２の（１）、特効薬として、市町村に限らず、都道府県レベルでも地

方公共団体において担当部署をきちんと整えておくことがというのが論点にどうも挙がっ

てきそうなのですけれども、地方分権の時代ですので、自治体が基本的には責任を持って

考えていくということになろうかと思います。したがって、これは国が上から整えなさい

というのはなかなか難しいであろうと考えられます。その場合に、これも可能であれば、

基礎自治体としての市町村が消費者行政に対して第一義的な責任を持って関わっていくの

だというところを是非強調していただけるような議論の運びと、自治体の責任、責務を自

治体がきちんと果たしていただくことが重要であるという視点を入れ込んでいただければ

と思います。 

○稲継座長 ありがとうございました。今の意見に対してどなたかいかがですか。事務局

からは何か。 

○齋藤審議官 それぞれ、非常にごもっともな御意見と思いますので、また皆様方から関

連していろいろ御発言もあろうかと思いますので、そういうものを踏まえて対応していき

たいと思います。 

○稲継座長 ありがとうございます。 

ほかの委員。では、圓山委員、お願いします。 

○圓山委員 さっき野口委員からお話のあった「消費者の自立」という言葉を入れるとい

う話ですが、私は反対です。というのは、もう少し言葉の意味をはっきりしないと、単に

「消費者の自立」という五文字を入れると、消費者に自立を求め、行政は手を引いたらよ

いという反対解釈をされる可能性があります。それは、消費者基本法に改正されたときに、

「消費者の自立の支援」ということが入ったときに、かなり行政の責任が軽減されるかの

ような誤解を生んだと思われます。 

 消費者基本法の「消費者の自立の支援」という言葉は、行政が見捨てるという話ではな

くて、消費者が自ら権利を行使したりとか、消費者団体として事業者団体と渡り合えるよ

うな、例えば、民事ルールなどをふんだんに盛り込むことによって、消費者自らの力、消
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費者なり消費者団体の全体の消費者としての力を高めていくという意味で入ったと思われ

ますので、そういう意味でここに入ってくるのではいいのですけれども、単に「消費者の

自立」としたら、消費者個人個人が自立する、弱い人々、本当に守ってあげなければいけ

ない人々についても自立なんだというふうな誤解が出ないように、そこは配慮をいただけ

ればありがたいと思います。 

○稲継座長 書き方の問題ですよね。同じことをおっしゃっていると思うのですけれども、

書き方を工夫してもらうということでどうでしょうか。 

 ほかに。斎藤委員、お願いします。 

○斎藤委員 今、議論になっております論点２の（１）についてですが、基本的には、消

費者行政の強化ということは、自治体ごとに自主的にお考えになることというのを基本に

していただきたいということです。つまり、本部が設置されたり、計画を策定するという

ことは望ましいですけれども、国がこれを義務付けるということになると、野口さんも最

初おっしゃいましたけれども、全体として自分のところで考えましょうという分権の方向

性とそごが生じてしまう場面があります。ですから、国として、例えば、野口委員は、責

任、責務をはっきりさせてとおっしゃいましたが、その点についても、現在、消費者安全

法にあるような「努めなければならない」という規定を置いたとしても、それは必ずしも

実効的な消費者行政につながらないので、むしろ先進的なこういう取組がありますと、そ

ういうのをモデル的なものとして紹介したり、推奨したりするというのが自治体の組織に

ついての関わり方、国の関わり方ではないかと考えます。 

 ですから、民間との連携についても多様で、自治体が消費者行政の実働セクションをど

うしても強化するのだという、その方向しかないかというと、例えば、民間のＡＤＲとか、

民事調停の現場などでは、自治体が場所だけでも貸してくれればありがたいという場合も

あるのです。自治体自身がやるのではなくて。ですから、そういった多様な取組というの

を促す方向でお考えいただければと思います。 

○稲継座長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。馬場委員、お願いします。 

○馬場委員 資料で出させていただいたのですけれども、消費者教育とか啓発についての

提言をさせていただいています。消費者教育はかなり長い時間がかかるものです。各地方

自治体でも啓発展などをやっておられるのですが、成果がすごく見えにくい。だから予算

が削られていくというのは、今、地方の方で抱えている問題点だと思っています。是非こ

のスパンを長くとって、日本の消費者の在り方みたいな形から、そういう観点から取り組

んでいただきたいと思っています。 

 例えば、それぞれのライフステージごと、例えば中学ぐらいになると、携帯端末を持っ

ているので、そういうものの使い方とか、そういうことまで含めて学ぶ。そして、例えば、

ニセブランド品は買わないようにするとか、そういうことを含めて消費者教育を達成して

いただきたいと思っています。これは意見です。特に質問ということではありません。 
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○稲継座長 ありがとうございます。資料 11 に提出されている「消費者教育・啓発につ

いての提言」ということで、ここに詳しく書いていただいております。非常に重要な論点

だとは思うのですが、この地方消費者行政専門調査会だけでできるような問題よりも、も

っとかなり大きな問題なので、むしろ消費者委員会に別の専門調査会を置いていただくぐ

らいのかなり大きなイシューかなと思います。 

○馬場委員 ここでは提言の中に入れていただいて、実効あるものをどこかの委員会でで

も内容を深めてつくっていただきたいと思います。 

○稲継座長 ありがとうございます。では、国府委員。 

○国府委員 私は、資料１の９ページのところに関連して述べます。この中に執行専門研

修の実施ということで、都道府県の執行のスキルを上げていくためのいろいろな取組をや

られているという御紹介があるのですが、前回、埼玉の方も言われたように、都道府県で

は職員の数が少なくて、執行が徹底できないという問題があるという中で、単に研修の場

を国が用意するだけではなかなか実効が上がらないのではないかと思っております。むし

ろ、前回議論した中でも申し上げたのですが、特商法の執行などは、本来的には国がやる

べき執行の部分があるかと思うのですね。それを地方に逆にお願いしているような部分も

あるかと思うので、例えば、国から地方に職員を出向させたり派遣したりしながら、地方

のスキルを上げていったり、また、地方の執行の体制を強化するのに協力していくという

パターンもあってもいいのではないかと思います。これは要望です。 

○稲継座長 池本オブザーバー。 

○池本弁護士 資料 12 で発言メモを準備させていただいたので、要点だけお話ししたい

と思います。 

 この間、委員の皆さんの御発言の中でも、地域の消費者団体、官民の協働、自主的な取

組が必要だということ、あるいは職員の強化ということも自治体における自主的な取組、

地方分権の時代である、これらは理念としてはまさしくそうだろうと思うのです。 

 ただ、冒頭に地方協力課長からも紹介があったように、過去 10 年間で職員は半減して

いる。１万人が 5,000 人に減っているという、この状態の中でこれからどう建て直してい

くかという観点で考えたときに、やはり何か具体策を私たちからも提言する必要があるの

ではないか。よく官民協働と言いますけれども、協働する体制をつくるはずの官の方が職

員半減で、動ける状況がない。他方で、民の側も、30～40 年前に、例えば、物価モニタ

ーとか表示モニターという形で自治体が消費者団体を育成し、消費者団体ができていった。

その後、そういう手を差しのべることがなくなって、消費者団体も高齢化したり、弱体化

したという歴史があるわけです。 

 だとすると、地域の消費者あるいは消費者団体に向けてどう活性化するかを考えると、

消費者全体への消費者教育や情報提供ももちろん頑張ってやる必要はあるのですが、少し

焦点を絞って、その地域の中で自覚的に行動できそうな人たちを集めて核をつくる。そし

て、その人たちが継続的に活動できる場の提供や支援をする。 
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 例えば、以前には、兵庫県で神戸会議という催しがあって、全国のいろいろな消費者グ

ループがそこで発表することを目指して研究し、参加するという会議がありましたが、残

念ながらそれは現在、廃止されています。現在は唯一、国民生活センターの消費者フォー

ラムというのが唯一頑張っているという状況です。やはりこうした取組を、各都道府県レ

ベルで少しでも多くつくって、その発表の場へ向けて消費者の自主的な活動を促進するこ

とです。また、地域の団体を育成する出発点のところは、自治体が地域で自覚ある消費者

を集めて、継続的に勉強したり、体制づくりを学んでもらうということが必要なのではな

いか。 

 今回、「光交付金」という財源が出ましたが、２年間ということです。こういうものが

今後も継続的に支援があるということを、あるいは継続的に支援すべきだという方向性を

国が打ち出せば、各自治体でも継続的にやってみようかという気持ちになるのではないか。 

 それから、一番悩ましいのは、職員の体制強化です。先ほども課長さんから、職員も

徐々に増え始めたという言葉は聞きましたけれども、5,000 人が倍の１万人にすぐになる

とは到底思えません。これから地道に増やしていくためにといっても、職員数を義務付け

るわけにもいかない。そうであれば、職員研修をもっとやって、各自治体で本気で動く人

を一人でも二人でもつくっていくことだろうと思うのです。そのためにも、例えば、国民

生活センターも多少は職員研修をやっていますが、体系的な職員研修のカリキュラムを設

定して、各自治体の職員が複数名必ず受けるような体制をつくる必要があるのではないか。

法執行の個別事例検討型のものとは違った、消費者行政を担う専門職を養成するような内

容で、消費者行政大学校ということが先ほど紹介の中にありましたが、それくらいに位置

付けを高めることが自治体の中で消費者行政を高める起爆剤になるのではないかと考えま

す。以上です。 

○稲継座長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。菅委員。 

○菅委員 今の池本先生の発言に関連しますけれども、今、活性化基金が交付されて、一

番使いやすいところが出前講座、講演会などがお手軽で使われていると伺っておりますの

で、消費者教育というのは、今日教育して、明日に芽を見るものでもないので、かなり長

い期間にわたってやっていかなければいけないかと思います。それは、最近の相談の中で

も、数年前のものがまた復活してきている。それが二次被害だけでなくて新たな被害を生

んでいるという傾向から見ても、消費者教育というのは一朝一夕でできる仕事ではないの

で、やはり継続的にやっていけるような支援が必要ではないかなと考えております。 

○稲継座長 ありがとうございます。では、田中委員、お願いします。 

○田中委員 私は、池本先生のおっしゃったお話で、消費者と消費者団体と地方消費者行

政、この関連性を考えてみると、地方消費者行政が全国各都道府県ありますけれども、そ

れと消費者団体も各都道府県にあります。そこの関連性も同時に考え併せてみますと程度

の差はいろいろありますが、消費者行政が活発なところは、消費者団体の活動も活発と。

消費者団体と消費者行政の充実というのは、相関性があるような気がいたします。さらに、
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消費者団体と消費者というところをまた見てみますと、消費者団体を支えている消費者、

消費者団体が活発なところは、消費者の意識も高い。活動も活発であるということで、全

体的に見て消費者、消費者団体、地方消費者行政、それぞれ底辺からの、消費者からの基

礎的なところからの充実をやっていかないと、消費者行政の充実までにはつながらないの

ではないかと思いますので、まずは消費者の充実、そうすると、消費者団体も充実してく

る。消費者団体に刺激される消費者行政もお互いに切磋琢磨しながら向上していく、そう

いう関連性の中から、それぞれの部門でさらに活発になっていくような支援というのをし

ていく必要があるのではないかと思っております。 

○稲継座長 どうもありがとうございました。ほかに。矢野委員、お願いします。 

○矢野委員 質問ですが、論点２の（１）について、ここでは、部局横断的な連携につい

てというところで課題を抱えているというのが書かれていますが、今、私ども東京消費者

団体連絡センターと東京の生協連とで、都内の 53 区市町村の消費者行政調査をやってお

り、今、２回目の訪問に入っているところなのですが、アンケート結果や具体的な意見交

換の中で、まさに行政部門がさまざまな部署内の連携をしてこそ、より消費者にとって充

実した行政につながるということを実感しているところです。 

 そういった意味で、今回書かれている部局的な連携についての課題というのは、具体的

にどういったことがあるのか、もう少し具体性を示していただければと思います。 

○稲継座長 では、お願いします。 

○齋藤審議官 具体的ということに関しては、むしろ矢野委員の方がよく御存じかなと思

いますけれども、ややもすると、地方の行政の組織というものが国の組織の相似形という

のでしょうか、縦割りがそのまま地方の組織にも反映されているということになりがちで

ありますので、その中で、消費者行政というものはむしろ横割り的に進めなければいけな

いというときに、横割り的に進める上で縦割り的な組織の在り方というものが課題になっ

ているという、むしろ具体的というよりは、わりあい大ざっぱと言っては失礼ですけれど

も、そういう問題意識で書いております。 

 具体的なことで言えば、消費者庁の中に、例えば、食品関係の表示の問題などは一元化

されているわけですけれども、地方では、食品表示というのは、農水関係、あるいは厚労

関係の行政部署の中に位置付けられていることが多くて、その部分まで一緒にといいます

か、横割り的に連携するというのはなかなか難しいという実態があるようには聞いており

ます。 

○稲継座長 ありがとうございました。いろいろ貴重な御意見を出されましたので、本日

の議論を整理して、今後の検討に活かしてまいりたいと思います。 

 

≪３．地方消費者行政の実態と対応策について≫ 

 

○稲継座長 それでは、次の議題に移ります。 
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 まず、「地方消費者行政に関する特別世論調査」のクロス集計結果の報告と、「消費生

活相談に関する実態調査」の中間報告を事務局から行っていただきます。よろしくお願い

いたします。 

○齋藤審議官 それでは、資料３でございますけれども、これは、前回の専門調査会で特

別世論調査の御紹介をいたしました。その後、年代別、あるいは性別にクロス集計した結

果が詳細なものが出てまいりまして、その中でも特に興味深いものについて今回御紹介し

たいということでございます。 

 １ページ目の左肩、図１をご覧いただきますと、消費生活センターの認知度が男女別と

いうことで記されております。ご覧のとおり、50～59 歳のところで非常に認知度が高い。

９割を超しているというところがうかがえますけれども、他方で 70 歳以上、あるいは 20

代のところは、相対的には低い認知度になっております。 

 右肩の図２でございますが、これは、窓口の利用度。利用したことがあるかという問い

に対するお答えですけれども、これも年代別、性別にかなり特色が出てきております。利

用度が一番高いのは、50 代の女性の利用度が非常に高い結果が出ております。他方、70

代以上の利用度は６％台ということで低い形になっておりますし、また、20 代の男性が

４％ということで、特に低いということがうかがうことができます。 

 次のページでございますが、消費生活センターの認知度と相談窓口の利用度の比較とい

うことで、認知度が高いところでは利用度もある程度高いということでありますけれども、

そういう関係が概ねうかがえるわけでありますが、これも先ほどご覧いただいたとおりで

すが、70 代以上のところで認知度も相対的に低く、また、利用度も低いということであ

りまして、この階層といいますか、年齢層に対しまして、どのようにアプローチしていく

のか。窓口に来るのを待っているという形ではなかなか難しいのかなというところがうか

がい知れる結果でございます。 

 これは世論調査ということで、利用者サイドのニーズというものを知るという意味で御

紹介をいたしました。 

 次の資料４でございますが、「消費生活相談に関する実態調査（中間報告）」とタイト

ルを付けております。これは、前回の専門調査会でもこういう調査をするということを紹

介させていただきましたけれども、約１か月足らずの間に、全国の都道府県の皆様方にお

願いをいたしまして、アンケート調査を実施した結果でございます。年末を控えて大変お

忙しい中、都道府県の担当の職員の方々には非常に御尽力いただきまして、こういう結果

ができましたことを、この場をかりて、まずはお礼を申し上げたいと思います。 

 その上で内容でございますけれども、１枚おめくりいただきまして、調査概要が書いて

ございますけれども、対象としては、全国 47 都道府県、1,750 市町村ということでござ

いますが、星印のところにありますように、12 月 10 日現在で整理したものでございまし

て、29 都府県、1,001 市町村の集計結果でございます。全体の６割程度のものでございま

す。全体を集計したものは次の調査会で御紹介したいと思います。 
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 次のページをご覧いただければと思いますが、まず、どういう質問かというのは、左肩

の青いカラーの箱の中に入っておりますけれども、平成 21 年度中に貴自治体が実施した

相談体制の強化策、どういう強化策をとられましたかという質問をしまして、その答えが

いろいろあるわけですが、消費生活センターを新設した、窓口を拡充しセンターとした、

窓口を新設した、相談員を増員した、あるいは開設日数、開設時間を増やした、担当職員

を増員した。左肩にＡからＦと付けておりますが、ＡからＦに該当するような体制の強化

を図ったという自治体の比率は、右肩の円グラフにございますが、全体の４分の１程度と

いうことでございます。これは平成 21 年度中ということでありますので、今後この比率

は上がっていくのではないかと期待されるところでございます。 

 次のページをご覧いただきたいと思います。これは、今、体制を強化したということで、

自治体さんとしては非常に前向きに相談に対応しようという意欲が感じられるわけでござ

いますけれども、そういうところにおきまして、交渉が難航しているような事案について、

基本的にどういう対応をとられますかということでお聴きしたところ、助言にとどまらず、

あっせんまで考えて対応するというお答えが 66％ということで、非常に積極的、前向き

な関与の仕方がうかがわれるわけでございます。 

 その次のページでございますが、回答対象は、質問１でＡからＣのいずれかに○を付け

たところということで、センターを新設した、あるいは窓口をセンターに格上げした、あ

るいは窓口を新設したということで、かなり前向きに体制を強化したというところについ

て、平成 21 年度、あっせん件数がどうなりましたとお聴きしたものですが、あっせん件

数が「増えた」というところが、「減った」というところに対してはかなり比率的には大

きなものになっておりますが、まだ１年ということで「変わらない」というのが 66％と

いう比率になっております。 

 それから、右肩でございますが、相談体制を強化して、助言やあっせんの内容が変わり

ましたかという問いに対して、「変わった」というお答えが 27％ございます。これも比

率的にはまだ限定されたものかと思いますけれども、その内容につきましては、右肩のと

ころにありますように、その場で助言ができるようになったとか、あるいは窓口での助言

により解決する事案が増えたといったようなお答えが出てきております。 

 次のページでございますが、体制を強化して、それぞれの自治体におきまして、消費者

行政の各種機能、ここでは紛争解決機能でありますとか、被害予防機能、被害情報集約機

能、あるいは法執行・取締りといったものを全部集めて各種機能と言っておりますけれど

も、そういった機能が向上したかどうかという問いに対しましては、「非常に向上した」

というのが 11％、「ある程度向上」というのが 61％、合わせて７割程度は「向上した」

というお答えになっております。 

 具体的にどういう内容、どの機能が向上したかということにつきましては、次のページ

でございますけれども、棒グラフになっておりますが、一番多い御回答は、「被害を予防

する機能」というものが一番回答としては多くなっております。窓口体制の強化でござい
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ますので、相談して問題を解決するという機能が直接的な効果としては期待されるわけで

すけれども、それが「紛争解決機能」ということかと思いますが、それよりも、恐らく窓

口で受けた相談をもとにして、被害予防につなげていくという方の機能の方が評価が高い

という結果になっております。 

 次のページからは、ＰＩＯ－ＮＥＴ導入の効果ということでお聴きしているものでござ

いますが、これは、体制を強化して、しかもＰＩＯ－ＮＥＴを新たに設置した市区町村に

ついて聞いたものでございます。ＰＩＯ－ＮＥＴを導入して、そのことによって、助言や

あっせんといったものの水準が上がったかどうかということをお尋ねしたところ、「非常

に向上」というのが 11％、「ある程度向上」を合わせて 70％程度が向上したと評価され

ております。あっせん件数というところで見ますと、「増えた」というのは 17％という

ことで、まだ限定されたものでございますけれども、内容的な意味での向上が図られたと

いう評価かと思います。 

 次のページでありますが、ＰＩＯ－ＮＥＴを設置することによって、事業者指導、ある

いは事故情報の周知ということで、ある意味二次的な波及効果というものがあったかどう

かということでありますけれども、これについては、「あった」が 47％ありまして、

「なし」に比べると大分大きな比率になっております。 

 その右肩の方にＰＩＯ－ＮＥＴ設置に関する効果・課題ということで挙げられているも

のを選び出しておりますけれども、大変参考になっているとか、確認作業ができ、処理が

やりやすいということもありますが、他方で、入力業務が負担になっている、手間がかか

るといった記述もございました。 

 次のページでございますが、今後、消費者が製品事故や悪質商法等の被害に遭わないよ

う、その安全・安心を守るためにどういう施策が必要かという問いに対するお答えでござ

いますが、こういう問いかけでございますので、「啓発」という施策が必要だというお答

えが一番多いわけでございますが、その次に多いのが「基金の延長・新設」という財政的

な支援に対する期待というものが大きいようにうかがわれます。また、「相談員の育成」

というものもお答えとしては多くなっております。 

 それから、「市町村間連携」、「県・市町村連携」というものは、分けておりますので、

それぞれ 100 程度になっておりますが、これを合わせてダブルカウントを除きますと 150

程度ということで、こういった連携に対する施策の必要性というものの意識もある程度高

いものとうかがわれます。 

以上が実態調査の中間報告でございます。 

○稲継座長 ありがとうございました。 

 続けて、国民生活センターの日下部企画調整課長から、巡回訪問事業で把握した消費生

活相談の最前線の実情と、これまでの専門調査会でも御意見が出されました、ＰＩＯ－Ｎ

ＥＴの入力における相談員の負担の実態について御説明をお願いいたします。 

○日下部企画調整課長 国民生活センターの日下部でございます。 
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 資料５でございますけれども、まず、２ページでございますけれども、市区町村の消費

生活相談の窓口の現状ということでございますが、赤字のところでございますけれども、

経験の浅い相談員が１人で対応しているとか、専任の相談員がいない、担当職員に消費者

行政の経験がないといったような状況があって、現地の窓口では相談対応は困難な場合が

あると。結局、相談がきても何をしたらいいかわからないとか、あるいは、あっせんをし

てはいけないと言われたとか、啓発をしようと思っても何をしたらいいかわからない。そ

ういう窓口が多いので、巡回訪問事業を始めたという状況でございます。 

 ３ページ目でございますけれども、消費生活相談専門家ということで、ベテランの相談

員の方にニーズのある地方を回っていただくと。窓口を回っていただいているのですけれ

ども、そのときに、毎回報告書を、行くたびに書いていただいています。その報告書の中

には、基本的にはどういうことをしたかというのを報告書に書くわけですけれども、中に

は、現場がこんなに苦労しているとか、こんな大変な状況であるということを書いていた

だいている相談員の方もいらっしゃいますので、そういうのをピックアップして、なかな

かこれは大変だなという事例だけを切り出して出してきたのが３ページ目、４ページ目の

内容でございます。 

 したがいまして、全部がこういう状況だというよりも、一番大変な事例を抜き出してき

たということで、簡単に御紹介させていただきたいと思います。 

 相談員及び相談を受ける職員についてということで、実際、電話が来たら、それを受け

取る人についてのこととしては、例えば、資格があって知識が豊富でも、１人体制であっ

て不安だということで、資格があるだけでは、それでも１人体制では不安だとか、あるい

は、週１日しか出勤しないので、あっせんがなかなか難しいとか、ほかの仕事もやってい

るので、十分にこの時間を割くことができないといったような状況が見られます。 

 それから、担当課の職員は相談員の上司に当たる方が多いわけですけれども、そういう

ところになると、４番目では、例えば、あっせんに入っていいかどうか、業者との関係で

非常に悩ましいとか、上司から助言以上の対応はするなと言われているので、あっせんの

経験もなく、どうしたらいいかわからないとか、あるいは、相談窓口の現状がわからない

ので、相談件数だけで評価されてしまう、あるいは、商業振興課と兼ねていることが多い

ですから、そういうところでは、そもそも消費者被害について職員の方に理解してもらえ

ない。 

 ７番目あたりはひどい例、特殊な例かもしれませんが、相談員として雇われたのに、お

茶くみみたいなアルバイトと同じような扱いをされてしまうというような苦情もありまし

た。 

 ８番目では、これもちょっとひどい例かなと思ったんですけれども、相談窓口があって

も、相談窓口はどこかと聞かれると、自分のところじゃなくて県センを紹介するという例

も中にはありました。 

 次のページでございますけれども、今度は現場の施設、環境ですね。そこもなかなか苦
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労しているところもあるということで、プライバシーを保てる、相談場所がなくてやりと

りが外部に聞こえてしまうとか、あるいは、インターネットを使えるパソコンすら置いて

いないので、そういった基本的な情報収集ができない。 

 それから、消費者教育・啓発については、経験がないので、啓発のための事例紹介がで

きないとか、どういう啓発をしたらいいかわからないとか、あるいは、窓口が知られてい

ないので、窓口を知らせようと思っても、知らせる方法がよくわからない。 

 ＰＩＯ－ＮＥＴについては、ＰＩＯ－ＮＥＴはなかなか使い方が難しいという問題もあ

りますので、ＰＩＯ－ＮＥＴの経験、検索というのを一度もしたことがないとか、したが

って、あるにもかかわらず活用ができていないということ。 

 それから、その他ですけれども、自分のところで余り相談がこないけれども、その町に

相談があるのかと言えば、県センの方には相当たくさん、10 倍もいっていたとか。15 番

あたりでは、交通費しか出張した際に出なくて、自分の出勤日ではない日に出張したにも

かかわらず、その日のお金は交通費しか出なかったとか、あるいは、残業になることがい

ろいろあるわけですけれども、超過勤務手当が支給されないといった現場の窮状というの

が伝わってくることが、これは巡回報告書の中から御紹介させていただきました。 

 巡回事業、したがって、そういうところこそがまさに巡回の専門家に来てほしいという

ところであるわけですけれども、５ページ目でございますけれども、小規模な消費生活セ

ンターや消費生活センターが設置されていない窓口だけの市区町村に対して、巡回の専門

家が行って能力の向上を図るという事業をやっております。 

 助言の内容としては、相談処理が適切であったかとか、処理方法とか、心構え、法律の

説明、啓発の方法、窓口の強化の方法、そういったことを相談員の方が現場の窓口の相談

員の方々にノウハウを伝えるという事業をやっているわけです。 

 ６ページ目は、その概要、巡回訪問のイメージですけれども、基本的には、どこの市町

村に来てほしいかというのは、都道府県を通じてニーズを聴き取って、都道府県の方から、

ここに行ってほしいという話があれば、そこに国民生活センターが指名した相談員の方に

行っていただく。もっぱらその相談員の方というのは、都道府県の県センに勤めている相

談員が中心でございますけれども、そういった方を指名して市区町村に回っていただいて

いるという事業でございます。 

 ７ページですけれども、その効果としては、我々が聴いているので、当然そんなに悪い

ことを言わないというのは当然あるんですけれども、基礎的な知識が学習できたとか、落

ち着いて対応できるようになったとか、心構えがわかったとか、新しい事例の情報を得た

とか、あるいは相談中の案件の解決につながったとか、クーリングオフですら結構難しい

と思っている相談員の方もいらっしゃいますので、クーリングオフへの対処ができるよう

になったとか、あっせんができるようになった、そういうようなコメントが聴かれており

ます。 

 また、県の相談員の方が専門家として行かれることが多いですから、県との関係が非常
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によくなったとか、いろいろ細かいことも質問できるようになったというようなメリット

も聞いています。 

 ８ページ目以降は、幾つか実際、相談員のベテランの専門家の方が行って、こんな効果

がありましたというものを紹介しておりますので、全部は紹介いたしませんが、例えば、

８ページ目のものでは、Ａ町では行政職員が対応しているわけですけれども、１人窓口で

非常に心配だったんですけれども、実際に電話がかかってきたときに、専門家が横にいて

いろいろ助言することによって、あっせんすることができるようになったというコメント。

基本的にはどこも非常にノウハウが向上してよかった、自信がついたとか、施設にインタ

ーネットが入るようになったとか、あるいは、ＰＩＯ－ＮＥＴの使い方を身につけること

ができたといったコメントが多く寄せられているところでございます。 

 続きまして、資料６でございますけれども、ＰＩＯ－ＮＥＴの入力に係る相談員の負担

についてということで、相談員の負担が増えているということを紹介させていただきたい

と思います。 

 ＰＩＯ－ＮＥＴ自身は、今年の４月に新しいＰＩＯ－ＮＥＴが入って、それに合わせて、

多くの事業所に、多くの相談窓口にＰＩＯ－ＮＥＴがたくさん入るということになってき

たわけですけれども、それによって、相談員に１人１台配備される。しかも、作業がオン

ライン化されるので、訂正とか入力とか修正とかいうのも手元のパソコンでできるように

なったということで、それによって相談員自身もいろいろ作業が増えるということも生じ

てきています。 

 （４）としては、ＰＩＯ－ＮＥＴの情報自体が、消費者庁もできたということで、消費

者問題が取り上げられるようになっているから、非常にＰＩＯ－ＮＥＴのデータの検索と

いったニーズが生じていまして、資料としては、３ページ目にニーズについては書いてあ

りますけれども、関係省庁とか、弁護士とか、裁判所とか、あるいは取材とか、一般の方

からの情報公開請求といったことで、非常にＰＩＯ－ＮＥＴのデータを検索してくれとか、

相談件数がどうなっているのだというニーズが増えているというのが、今のＰＩＯ－ＮＥ

Ｔをめぐる環境となっております。 

 ２ページでございますけれども、相談員の負荷が非常に増えているということを簡単に

御紹介させていただきますと、今、相談の現場では、比較的簡単な架空請求、架空請求は

無視すればいいのですというような比較的簡単な相談というのが非常に減ってきて、複雑

化した、あるいは高度化した相談が非常に多くなってくることによって、相談にかかる時

間が非常に長くなってきているのではないかと。厳密な統計があるというわけではないの

ですけれども、かなり時間がかかるような相談が増えているのではないかと言われていま

して、それによってＰＩＯ－ＮＥＴに入力するための時間が当然減ってきてしまうという

ことが一つは言えるかなと思っております。 

 それから、（２）でございますけれども、ＰＩＯ－ＮＥＴを刷新したことによって、そ

のときに、もっと詳細な情報が欲しいというニーズがありますので、たくさん書き込める
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ように入力文字数を拡張したところ、たくさん書き込めるということは、それだけ入力時

間が増加するということで、相談員に対する負担になっているのではないかと考えており

ます。 

 ３番目、（３）でございますけれども、また、消費者安全法の施行や、それ以外にもい

ろいろ新たな詐欺的商法対策チームとか、そういったチームが立ち上がって、より詳細に

情報を聴き取れというようなニーズが高まっておりますから、聴き取る内容とか入力項目

というのが非常に増えてきているとか、また、例えば、今、被害に遭った場合、銀行の口

座番号を早く教えてくれと。しかも、それをちゃんとＰＩＯ－ＮＥＴに入れてくれという

ような指示も出ていますので、聴き取る項目というのも以前と比べて案件によっては非常

に増えています。 

 （４）、システムですけれども、ＰＩＯ－ＮＥＴを今年の４月にシステムを変えました

けれども、システムを変えたことによって、今までの慣れたシステムと違うので、今まで

のシステムを使っていた方から見れば、新しいシステムに対応しなければならないという

ことで、そこの対応に相当現場では御負担になっているという話も聞いているところでご

ざいます。 

 （５）でございますけれども、早期情報登録の要請ということで、当然、消費者庁でも

さまざまな対策をとらなければいけないということになりますと、被害に遭ったら、相談

があれば、その相談をＰＩＯ－ＮＥＴに入れてくれと。通常、ＰＩＯ－ＮＥＴに入れるに

は、大体 20 日とか 30 日とかかかることが多いわけですけれども、そこのところをなるべ

く早く入れてくれという請求も要望も非常に強くなってきていますので、そういうことも

相談員の負荷になっているのではないかなということで、現場ではＰＩＯ－ＮＥＴの関係

で相当負荷が増えているという環境を御紹介させていただきました。以上でございます。 

○稲継座長 どうもありがとうございました。 

 最後に、事務局から、資料７に基づきまして、相談窓口体制の整備の考え方に関するた

たき台につきまして御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○齋藤審議官 事務局でございます。 

 前回の専門調査会におきまして、座長の方から市町村の相談窓口体制の整備について、

何らか御議論の参考になるようなたたき台をお示しするようにという御指示がありました。

座長がそういう御指示をされる前に、実は消費者委員会にこの専門調査会の議論の内容を

報告したときに、消費者委員会の方から、なるべく専門調査会での議論を収れんさせてほ

しいという御要望がございまして、それを受けて座長からの指示があったということでご

ざいます。 

 それで、この専門調査会の論点は非常に多岐にわたっておりますので、それぞれの論点

について議論が分かれているところについて、さらにたたき台というものをお示しするこ

とができれば、恐らく一番よかったのだろうと思いますけれども、なかなかそこまでは至

っておりませんで、そういったものは１月の専門調査会の際に、報告書の素案という形で
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お示しをするときに、それまでの御議論を踏まえて、いわばたたき台的なものでお示しを

したいと考えております。本日は、その中でも市町村の相談窓口体制の整備について、ど

ういう考え方で進めていったらいいのかということに関してのたたき台と受けとめていた

だければと思います。 

 それでは、前置きが長くなりましたが、資料７でございます。まず、窓口体制整備の際

に求められていることということで、一番上の箱に書いてございますが、まず、地域住民

にとって身近な場所で専門的な相談が受けられる。身近なところで専門的なということが

まず求められる。ただ、これはある意味、二律背反的な要請であるわけですけれども、難

しい課題ではございます。消費者安全法の中では、市町村は相談に応じてあっせんを行う

ということが義務付けられているところでございます。 

 ②でございますが、地域住民の相談内容を把握して、その相談内容を現実の行政に活か

していくというために、他の部門とも連携することが必要である。 

 ③でございますが、消費者事故等の情報を収集する。 

 さらに④では、そういったこともひっくるめて、消費者行政を推進する拠点があるとい

うことが重要であるということでございます。 

 ところで、その次の四角でございますが、市町村の窓口体制の現状はどうなっているか

ということでありますけれども、これは、消費者庁の夏に発表されました調査結果により

ますと、まず、①でございますが、なお、多くの市町村で窓口が未設置となっております。

全国 1,770 の市町村のうち、413 の市町村で窓口が未設置でございます。また、人口が少

ない３万人未満のところでは約４割が未設置となっております。 

 次の②でありますが、窓口があっても、多くの市町村の窓口では専門的な相談体制が組

めていないということがございます。1,000 余りの窓口を設けているという市町村がある

わけですが、その半数は「よろず相談窓口」ということで、その他いろいろな相談をまと

めて受けているという窓口であります。消費生活相談員を配置しているところは 36～

37％ということで、残りの６割ないし７割の窓口では、専門的な相談体制が組めていない

ということになります。 

 ③でありますが、では、相談員の方々が地域にあまねくいらっしゃるということではな

くて、地域的に偏在しているということで、地域によっては相談員の方を確保することが

困難な状況がございます。 

 そこで、最後の対応策の考え方というところで、それぞれの市町村が、個々ばらばらに

対応しているのでは、人員とか予算の面で困難がある。複数の市町村が連携するというこ

とが必要と考えられます。 

 また、複数の市町村に県が入るということで、さらに広域的に進めていくということで、

効果的・効率的な対応が可能になるのではないかと考えられます。 

 以上が基本的な考え方ということでございますが、２ページ目をご覧いただきますと、

図式的に示しておりますが、まず、左肩の現状の相談体制というところでありますけれど
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も、Ａ村の住民の方は、Ａ村には窓口がないということで、県の消費生活センターの方に

相談に行くということがあります。また、右肩のＣ町の住民の方は、Ｃ町に窓口がない。

ただ、Ｃ町はＢ市に窓口業務を委託しているということで、Ｂ市の消費生活センターに出

かけていって、そこで相談を受けてもらう。これも一つの連携の仕方でありますが、そう

いうことが行われております。 

 この場合、Ｃ町の住民は、Ｂ市に出かけていくということが必要になりますが、さらに

Ｃ町の行政の観点からいたしますと、Ｃ町の住民の相談を受けないということで、住民が

どういう消費者被害に遭っているのか、どういう問題を抱えているのかということを把握

する機会がないということで、Ｃ町の消費者行政の水準が下がってしまうという問題があ

ろうかと思います。 

 そこで、新たな連携体制ということで、右肩の方に移りますけれども、こちらでは、Ｃ

町の住民は、Ｃ町の「よろず相談窓口」というところで、何でも相談を受けますという窓

口が、これはどこの市町村でも恐らくあるだろうと思いますが、そういう窓口に相談に行

く。行きますと、その内容を聞いたところ、これは消費者相談である、簡単ではないとい

うことになりますと、通信端末というテレビ電話のようなものを想定しておりますけれど

も、通信端末を通じて、Ｂ市の相談員の方に相談をする。相談員の方から専門的なアドバ

イスを受けることができるということで、Ｃ町の住民にとっては、身近なところで専門的

な相談を受けるということがこういう形で可能になるということでございます。また、Ｃ

町の行政という立場からいたしますと、「よろず相談窓口」で一旦住民の相談を受けます

ので、その内容を把握して、必要があれば、福祉・保健部局とも連携して被害防止に向け

た対応を図っていくという、消費者行政の内容充実というものに活かしていくことができ

るということでございます。 

 この新たな連携体制の考え方のポイントとしては、２つあるかなと思います。１つは、

身近なところで専門的な相談を受けることができるということであります。もう一つは、

それぞれの市町村で消費者の抱えている問題を把握することができ、それを市町村の行政

に活かすことができるという意味で、この２つがポイントかなと思います。 

 ここでお示しておりますように、Ｃ町の住民は、Ｂ市の消費生活センターに実質的には

相談をするということでありますが、Ｂ市のような消費生活センターを備えたしっかりし

た体制が組めているところがないといったところも、恐らく実態的にはあろうかと思いま

す。そういったところにおきましては、例えば、地域ごとに県がセンターを置いているこ

ともございますので、県のサブセンターをＢ市の代わりに置いて使う。Ｂ市の代わりに県

のサブセンターが相談を受けるという形もあり得るかと思います。この辺の連携体制とい

うのは、いろいろ地域、地域の実態に応じたバリエーションがあってもよろしいのではな

いかと考えられます。 

 これは、ある限られた地域の中での連携体制ということでございますけれども、これを

さらに１つの県全体に体制を広げていくということを考え、さらに、県の持っている法執
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行の権限というものも組み合わせるということで、次のページになりますけれども、発展

した形ということで、広域連合というものを考えてみたらいかがかと考えております。広

域連合を組むことで、県の持っております法執行の権限というものを背景に、具体的な相

談に対応していくときに交渉力が上がるという効果が期待できます。 

 また、上の四角の中に書いてございますけれども、この広域連合は１つの自治体として

機能いたしますので、その中で相談員の方の人事配置というものもかなり柔軟に行うこと

ができますし、また、１つの市町村の中で孤立してしまうという問題も回避できると思い

ます。また、人員配置を柔軟に行う中でスキルアップを図るということも可能になるかと

思います。また、相談員だけではなくて、行政職員の人員配置も広域の中で効果的な配置

というものを考えることができるのではないだろうかと。 

 ２つ目に挙げておりますのは、個人情報の問題と。自治体をまたぎますと、個人情報を

どうするという問題が発生いたしますが、広域連合という１つの自治体になれば、そうい

った問題は回避できるということでございます。 

 ③は、先ほど申しましたが、都道府県も入ることで、権限をバックにした相談、あるい

は事業者指導ということができるということであります。 

 ④にございますが、広域連合は広域計画をつくるということになっておりますので、広

域計画の中で、消費者教育や啓発活動、事故情報の収集といったものを含めて、全体的な

整合性のとれた施策の推進ということができるのではないかということであります。 

 次のページをご覧いただければと思いますが、これは、実際に行われている新たな連携

例ということで、御参考までにということでお示しをしております。 

 これは、具体的には兵庫県の但馬という地域で行われている「たじま消費者ホットライ

ン」というものでございますが、それを図式的に示したものでございます。 

 ここでは、Ａ村、Ｂ市、Ｃ町といった構成する自治体さんの中、それぞれ一応消費生活

センターは存在するということでございますけれども、それぞれの中で、例えば相談員さ

んが１人しかいないということで、ややもすると孤立しがちであると。あるいは、なかな

かスキルアップの機会がないといったような問題を抱えていると。そういったところの

方々が共通相談窓口というところに集まりまして、そこで複数の相談員さんがそれぞれ相

談しながら、この広域の住民からの相談を受け付けると。難しい問題で、なかなかアドバ

イスがないと難しいなと思われるものにつきましては、そばに県のベテランの相談員さん

がいらっしゃって、ベテランの相談員さんからいろいろ指導・助言を受けることができる

ということで、共通相談窓口に週何日か曜日を決めてやってきて、そこで広域の相談を受

けて、時々は県の相談員の方からアドバイスを受けるという形でスキルアップを図ってい

く。ある意味自信をつけて、また自分の所属している村、町に戻り、そこで相談を受ける。

自信を持って対応するということで、住民からの信頼も高まって相談も増えるということ

で、現実にも、今年の４月から発足したということでありますけれども、それぞれの市町

村における相談の件数も増えていると聞いております。 
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 これは１つの例でありますけれども、市町村の連携、県がその連携に加わるということ

で効果が上がっているという事例でございます。 

 それから、最後のページになりますけれども、ここは、消防力の整備指針というものを

示しております。これは、消防自動車でありますとか、消防職員でありますとか、消防力

の基礎となるようなものにつきまして、消防庁が告示という形で、目標とすべき水準とい

うものを指針としてお示しをしております。その指針については、法律上の根拠規定がご

ざいまして、第 37 条に消防庁長官は勧告という権限を持っております。この勧告という

権限を背景にして、告示ということで整備水準を指針というものでお示ししているという

ものであります。義務付けということには当たりませんけれども、一つの目安として、そ

れぞれの市町村が整備していく上での指針になっているというものでございます。 

 ここでこういうものをお示ししておりますのは、相談体制の整備につきましても、こう

いった整備指針にならって、消費者庁がこういう指針を新たな連携体制として、こういう

要素を持っている連携については、いろいろバリエーションはありますけれども、是非進

めてほしいという意味を込めて、指針として示す、目安として示すということがあり得る

のではないかと考えております。 

 消防力の整備指針は、単に指針を示すだけではなくて、指針に沿って、何らか高度な設

備を導入する場合には、国としても支援するといった支援も組み込まれているようでござ

いますけれども、相談体制の整備につきましても、指針を示すにとどまらず、何らかの国

としての支援というものも組み込んでいくということは考えられることだろうと思われま

す。 

 いずれにしましても、消費者庁としての相談体制の整備に関する指針を示すということ

が、それぞれの市町村において体制を整備していく上での重要な目安となって機能してい

くということが、進め方として考えられるのではないかということでございます。 

 その上で、繰り返しになりますけれども、そういった方向に誘導していく上でのいろい

ろなインセンティブというものはまた別途考える必要があるのではないかと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○稲継座長 ありがとうございました。 

 それでは、今の御説明に対し、御質問や御意見のある方は、御発言をお願いします。 

 なお、なるべく多くの方に御発言いただきたいと思いますので、御発言は簡潔にお願い

いたします。 

 では、圓山委員、お願いします。 

○圓山委員 事務局にお尋ねしたいのですが、このたたき台から、次回の素案に移ってい

くあたりについて、２つお聴きしたいと思います。 

 １つ目は、今、たたき台でお話をされたモデルが３つあります。１つ目は、いわゆる中

心市集約方式だと思います。既に取り組まれています。２つ目は、新たな広域連合の設立
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ということで、前回の調査会で奥山委員のペーパーで出てきた新しい案ですね。３つ目の

但馬の話ですが、私は、兵庫県の但馬地域の小さなまちの出身ですので、場所も見に行き

ました。なお、但馬には村はなくＡ村はないのですが。但馬の方式は、中心市集約方式と

も広域連合とも全然違うやり方なので、３つ目のやり方になります。 

 お尋ねしたいのは、ここに出ている３つのモデルを素案にお書きになって、それから議

論をする運びにされるおつもりなのか。もしそういうことでしたら、私の資料 10 に出し

ている案がありますので、それを４つ目のモデルとして素案に書いていただいて、御議論

に加えていただきたいと思いますが、その辺の進め方はどうでしょうか、というのが１つ

目の質問です。お願いします。 

○稲継座長 では、事務局、お願いします。 

○齋藤審議官 今のお話でございますけれども、幾つ示しているかといいますか、但馬は、

これは現実に行われている例ということでお示ししたもので、これをモデルとしてという

ことでお示しをしたということでは必ずしもないということでございます。勿論これから

の御議論で、皆様、委員の方々がどういうお考えをお持ちかということにも依存するわけ

で、余り事務局がこういう考え方でいきましょうと言うのもいかがかなという気はしてお

りますけれども、要するに、エッセンスは何かといいますと、さっきポイントが２つと申

しましたけれども、身近な所で専門的な相談を受ける仕組というのが必要ですねというこ

とと、当該それぞれの市町村が相談を受けて、その相談の内容をそれぞれの行政に活かし

ていくことができることが必要ですねと。その２つのポイントが満たされるような連携体

制というものを考える必要があるのではないでしょうかというのが、ここのたたき台の一

つのエッセンスでございます。 

 さらに、その上に法執行というものも加えていけば、県の持っている、市町村にはない

権限を加えていけば、広域連合という形になりますので、そういうものも一つの形として

あり得るのではないかということでありまして、モデルを幾つ示すのかと言われて、２つ

か３つかというと、なかなかお答えしにくいのですけれども、ステップといいますか、１

つ目の段階としては、広域連合といいますのは、それぞれの市町村の、県も含めて、自治

体さんとしての自主的な意思のもとでの決定という、それぞれの自治体が皆それについて

合意しないと進みませんから、そう簡単なものではないと認識しておりますので、そうい

う姿は究極の姿としては念頭に置きつつも、そこに至る中間的な段階としてこういう新た

な連携体制というものも考えるということはあってよろしいのではないかということで、

そういう段階的なものとして、一つの考え方をお示ししたと。その段階的な考え方の中で

の一つのエッセンスといいますか、基本的な押さえるべき点として、先ほどの２つのポイ

ントをお示ししたと受けとめていただければと思います。 

 それで、素案にどういうふうに盛り込むのかという御質問があったかと思うのですけれ

ども、それは、圓山委員がこれから御提示される４つ目のモデルも俎上に乗せていただき

まして、皆様に御議論いただいて、そういったものも踏まえて、専門調査会としてどうい
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う形を打ち出すのがいいのかというのは、また専門調査会としての御議論を踏まえてお示

しすべきものだと考えております。 

○稲継座長 ２つ目の質問。 

○圓山委員 ２つ目は、このたたき台には、国の財政措置が一言も書いてありません。こ

のたたき台は、明日ホームページに公開されますけれども、全国の役所の人間がこのたた

き台を見ると、財政措置が書いてないので、４年目以降の財政措置を消費者委員会は断念

したのだと受け取る恐れが多々あると思います。さっきのお言葉もありましたけれども、

来月の素案には、国の財政措置をどうとるのかということも書いて議論をするということ

ですね。確認です。 

○稲継座長 お願いします。 

○齋藤審議官 その辺もこれからの御議論の中で考えていくべき事柄かと思いますけれど

も、私の御説明の中にもちょっと申しましたけれども、こういう新たな連携体制というも

のを打ち出して、それを進めていく上では、やはり何らかのインセンティブというものが

必要だろうと思いますので、そのインセンティブの中には財政的な支援というものも考え

てしかるべきだとは考えております。ただ、余りここでまだ具体的に何か申すような段階

ではないと思いますので、紙に書くようなことはしておりませんけれども、その辺はこれ

からの皆様方の御議論の中で考え方を打ち出していっていただければと思います。 

○稲継座長 ここでの議論でということですね。 

 では、奥山委員、お願いします。 

○奥山委員 前回、欠席したままに資料だけは出させていただいて、大変恐縮でございま

した。資料だけが先に出ていきましたので、ちょっとだけ私の意見を述べさせていただき

ますと、東北大の公共政策大学院の方でつくられました試案というのを御参考までにとい

うことで出させていただいたのですが、そちらの方で書いております広域連合という案に

つきましては、私自身はかなり否定的な考えを持ってございます。資料 10 の圓山先生の

資料に、広域連携と広域連合は異なるということとか、幾つかの御意見が書いてございま

すので、私は、圓山先生のここでお書きの危惧というものは、かなり広域連合の中で、今、

私、後期高齢者の広域連合の連合長をやっているわけなのですけれども、実際その運用は

かなり、１つの自治体ができるということでございまして、しかもそれが人口規模もおよ

そ何十倍も異なる自治体が広域連合を持って、それぞれのところから議員を出して、職員

は一回自分のところの職員であることをやめた上で出てくるわけですので、その身分とか、

健康保険の問題から、病気になったときの代替職員を出すか、出さないかとか、それはそ

れは大変な、理念と関係ないような実務が山のようにございまして、そういう意味では、

将来的にはどこかで、例えば、道州制になって都道府県がなくなるとか、そういうときに

はある種考えられる措置かなとは思うんですが、都道府県があるときには必要は薄いので

はないかと、個人的というか、政令市の市長としては、今はそう思っている段階でござい

ます。 
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 ただ、たたき台にございます中で、都道府県と複数の市町村が広域的に消費者行政を進

めていくと、このことにつきましては、私の先月ご覧いただきましたペーパーの中にもそ

の趣旨で書かせていただきまして、これはやはり今回、この委員会の議論として、一番大

きく進めるべき、ここを主軸にして、地方における消費者行政のレベルアップを図るべき

骨子だと思っていますので、大いにその方法について、どのような案、広域連合もあって

いいと思いますが、その課題もしっかりと、マイナスの面も踏まえながら議論を深めてい

くというのが必要ではないかと思ったところでございます。 

 あと、ちょっと話が戻って申しわけないのですが、先ほど消費者団体の育成というお話

がございましたけれども、これも、ある程度全県に向けてある一定の広域的な場所で消費

者行政なり消費者の問題というものを発信していく、わりと高度な専門性の高い市民活動

をするという意味での団体の必要性と、私どもの市におきましても、足元の住民の中で、

実質的には消費者問題をやっているんですけれども、食の安全をやったり、食育をやった

り、また、環境にやさしい暮らしを考えたり、そういう中で消費者の問題も取り組んでい

くような団体活動と、本当に幅広いものでございますので、消費者団体と言ったときに、

そのレベルのどこを考えているのか、また、実質的に何の効果を期待しているのかによっ

て、余り消費者団体でなければならないみたいなことになると、地域への広がりという意

味で難しいことがあるかなとちょっと感じたところでございます。 

 以上でございます。 

○稲継座長 ありがとうございました。 

 ほかに御意見のある方。では、まず、菅委員、その後、斎藤委員、お願いします。 

○菅委員 ２つほど。今、お示しいただいたモデル的なたたき台で、どこがどうよいとい

うのは難しいかもしれませんけれども、今、一番最後の但馬でやっているのは、長期的に

考えてやっているのか、それとも、各町の相談員さんがスキルアップして養成されれば、

その次に県が引くということがすごく恐ろしいですね。せっかくある地域の振興局みたい

な、地域の局のところに県がありながら、指導していただくときにはいいのですけれども、

それで、ああ、育ったということで引かれると、そこはどうかなということと、そうなる

と、今度、執行権限を持ったところが身近にいなくなると。そうすると、市町村ではでき

ないわけですので、そこで、法の執行ということで、今、研修も行われているのが、ちょ

っと後退しちゃうかなということと、それから、今日、机上配付されております「国民生

活」というのが皆さんのところに、私のところにもありますので、これを見ますと、これ

は 2009 年の国民生活センターが発行している「国民生活」１月号ということで、１～２

年前になるんですが、この相談員の方が非常に奮闘されている方で、７万 2,000 人という

人口のところにありながらも、最初は１人で営々とやっていたのですが、現在、平成 22

年から２人体制に発展している。窓口も週５日、月曜日から金曜日になりましたというこ

とと、ＰＩＯ－ＮＥＴも導入されたということです。相談現場というのは、最初はどこも

相談員１人から出発しているのが多いと思いますので、こういうところも住民の身近な相
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談窓口としては是非必要ですので、そこのところが一気に大きくなってしまうとどうなの

かということもあると思います。 

 私が現実に先ほど紹介されました巡回相談に行っているところは、もともとは市町村合

併前は郡と市というところが、郡を廃止して、全部一つの市になってしまったというとこ

ろで、本来の人口プラス３分の２ぐらいになって、非常に大きくなって、そこの首長は、

今年度から２人体制にしてくれたと。今、聞くところによると、センター化はしていない

のですが、ゆくゆくはセンター化もしたいと発展的に考えていらっしゃるところもありま

すので、それぞれの対応の仕方にゆだねるというのもありますし、やはり小さいところか

ら育てていってほしいと思います。私どもはあまねく市町村に必ず窓口があるようにとい

うことで、ずっと思ってきたんですけれども、また、「国民生活」に紹介されているとこ

ろと近くのところでも同じような体制であったのですが、２人体制になっているというこ

とで、もう独立してもいいような環境に育ちつつありますので、そこのところは、時間は

かかるかもしれないし、いろいろな対応があって、そこには必ず法執行を持ったところと

連携できるようにされなければ、そこの自治体の考え方というだけでポンと投げ出されて

しまうと大変になると思います。 

 前回、奥山委員から資料９で示されていた１ページ目の下で私が気になったのは、消費

生活相談員の身分とか処遇とかについては自治体にゆだねるべきだということで、今まで

は自治体にずっとゆだねられてきているわけで、その格差が非常に大きくなったと思いま

す。自治体が財政豊かなところはどんどん昇給していますけれども、依然として開きが大

きくなってしまっていますので、これは、基本的な考え方は自治体の裁量だと思いますけ

れども、やはりどこも同じ仕事をして、同じあっせんをしているわけですので、そこら辺

も考えていただきたいなという願いも込めております。以上です。 

○稲継座長 斎藤委員、お願いします。 

○斎藤委員 それでは、確認のための質問が１点と、意見としては、法律の形式上の枠組

についての意見なりコメントが１点、具体的なモデル案について１点、３点手短に申しま

す。 

 まずは確認のための質問なのですが、たたき台で恐らく一つ参考になさったと推定され

るのは、奥山委員の資料９に付いております東北大の公共政策大学院のプロジェクトの案、

アイデアだと思うのです。つまり、そこでは消防組織法の話も出ておりますので。ただ、

東北大のプロジェクトの案ですと、６ページから７ページの部分では、市町村にセンター

設置を義務付ける。市町村で設置か、それとも広域連合か、であると。これを前提にして、

それと予算上の対応として消防組織法が参考になるのではないかという仕組です。そうす

れば、広域連合をもし使わない場合には、自前で、市町村でセンター設置をやらなければ

ならないので、誘導効果があるだろうという、かなりハードな内容になっています。 

 確認のための質問は、今日の事務局のたたき台は、先ほどの斎藤審議官の御説明でもあ

りましたように、広域連携を進めるための目安、目標を示すというたたき台だと理解しま
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した。こういった東北大の案のような市町村へのセンター設置義務付けがセットになって

いる、あるいは衣の下に鎧が見えるといいましょうか、そういうものではないという理解

でいいかどうかというのが確認の質問です。 

○稲継座長 お願いします。 

○齋藤審議官 そのとおりでございまして、市町村にセンター設置を義務付けるというこ

とではありません。 

○斎藤委員 安心しました。東北大の７ページのポツのコメントなどを見ますと、センタ

ー設置義務付けは、消費者行政の性格上、義務付け・枠付け解消の検討対象外だというの

ですが、これはかなり問題な理屈だと思います。義務付け・枠付けのメルクマールは、消

費者行政の観点も含みながら、より限定的なものを立てておりますし、今回の義務付け・

枠付けだけではなくて、何度も聞いて耳が痛いと言われる方がいるかもしれませんが、第

１次分権改革以来の必置規制抑制の方針として、今も生きている分権推進計画があります

ので、これは成り立ち得ないと考えます。その前提の上で、広域連携を国としてサポート

していくために、目安なり、基準を示していくべきであって、それから、求められている

ことについても、できるだけ身近な場所で、できるだけ専門的な相談が受けられる。市町

村単独で無理であれば、連携すると。その要請については私も異論はございません。 

 その上で、こういった目安を示すのに、告示や助言ということで消防組織法がなぜ参考

になるのかという点ですが、資料７の５ページで、告示という形式を使っているというこ

とで、ここで注意いただきたいのは、告示というのは、国が公示、公に示すために使う箱

でして、その内容はいろいろなものがある。つまり、ガイドライン、勧告、助言というも

のもあれば、政令や省令のように法的な義務を伴ったものもあります。ですので、たたき

台の考え方で言えば、告示の箱の使い方として、目安なりガイドラインなのだということ

を確認なりはっきりさせていただきたいということです。 

 それから、助言、勧告を国ができる。これは消防組織法第 37 条にあります。自治法に

おきましても、技術的助言、勧告できるという規定があります。できるだけ自治法の一般

的な助言、勧告でやりましょうというのが国全体としての考え方でもある。しかし、何で

第 37 条があるかというと、形式的には自治法上の助言、勧告権限というのは、各省大臣

の権限なのです。自治法の規定が。ですので、外局の長としての消防庁長官に助言、勧告

権限を持たせようとすると、こういう特別規定を置かなければならないということです。

ですから、これは消費者庁、あるいは消費者委員会についても事情は同じだと思いますの

で、勧告、助言権限のための規定をつくるということはあり得る選択肢であろうと私は考

えています。 

 ただ、いずれにせよ、助言なり勧告である、目安である、ということをはっきりさせて

いただきたいというのが意見でして、それを明定した場合に、どういう財政措置がくるの

か。これも併せて示す必要があるという点については、圓山委員の御意見に同感です。 

 最後、３点目、具体的なモデル案については、それぞれの自治体現場、あるいは消費者
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相談員の方から見て、こういったタイプの自治体であれば、こういうのが適切ではないの

かということをより議論した上で示すということが大事ではないか。例えば、小規模市町

村については、通信端末を置くというだけでも手助けになるのであれば、そういった目安

を示すということもあり得ると考えます。 

 そのほかにどういう考慮要素というか、案があるかということについて、これは意見と

いうよりは客観的な状況なのですが、１つは、広域連合がいろいろ使い勝手が悪いという

御指摘がありました。この点については、他の行政分野についても、より広域連携を進め

るべきだということで、地方行財政検討会議で地方自治法の改正案についての考え方をま

とめました。その中では、広域連合についても、例えば、今までは必ず長を置くというこ

とだったのですが、そうではなくて、長に代えて理事会を置くという選択肢も認めましょ

うということで提言をしていますので、それが法改正に至れば、今よりは少しその他の点

も含めて使いやすくなるのではないかと考えます。 

 それから、これは既に一度申し上げたことがありますが、組織、機関の共同設置という

手法です。今は職員の共同設置はできるのですが、機関自体を共同設置するということは

今までの自治法の仕組でできませんでしたが、これは第 29 次の地方制度調査会の勧告に

基づいて、自治法の改正案で、機関の共同設置、例えば消費生活課とか、そういったもの

を共同設置するということの改正案が、昨今の政治状況で法案がつっかえてしまって、継

続審議になっておりますが、これが導入されれば、そういったこともツールの一つになろ

うかと思います。以上です。 

○稲継座長 どうもありがとうございました。 

 ほかに。圓山委員、お願いします。 

○圓山委員 斎藤委員に続いて、もう一つ確認と、次に意見があります。確認については、

東北大学の案につきましては、県内の市町村の全員加入制が書かれていたと思います。県

も勿論必ず入るし、県内市町村すべて入る。県庁所在地の市の財政力や余裕でもって、小

さなまちを助けるという内部補助をやるというのが東北大学の案だったと思いますが、齋

藤審議官が 12 月１日に事前説明にいらっしゃったときに私にお話しになったのは、任意

加入だと。入りたくないところは入らなくてもよい、入りたいところだけ入ればよいとい

うお話だったのですけれども、たたき台はどちらをとっていらっしゃるのか。 

○齋藤審議官 そもそも広域連合自体、自治体の自らのイニシアティブで進めていくべき

ものだと思いますので、すべての市町村が入るべきだということまで申し上げるのはいか

がかなと思っておりますので、任意加入という形で進めていくのが適切だと思っています。 

○圓山委員 続けて意見です。私の案は、資料 10 にペーパーを２枚出しておりまして、

１ページ目の２のところが先ほど申し上げました４つ目のモデルという形で、都道府県の

中を県が担当する区域と市が担当する区域に分けて、県のセンターと市のセンターが受け

持つというのが、消費に関わる相談については、そういう専門的にやった方がいいと思わ

れます。 
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 ただ、１に書いておりますが、消費生活相談というのがいろいろなものがありまして、

たたき台の「よろず相談」のような、つまり、生活支援相談的なものが結構ございますの

で、それは各市町村でそれぞれでやられたらいいのではないか。機能を２つに分けて、２

のところに戻りますが市町村が担当する機能と、区域割をして消費相談をしっかりやる機

能とに分けてはどうかというのが私の案になります。 

 それから、３の広域連合案についての私の批判的意見は、（１）から（５）まで書いて

ございますので、読み上げはしません。 

 最後の１行なのですが、国の財政措置の議論なくして窓口整備の議論をしても無意味だ

と思います。東北大学の案にも、広域連合の財源はすべて一般財源で賄う。地方税と地方

交付税を賄うというのが入っています。それは、事務局案にそのままなるのか、さっきイ

ンセンティブというお言葉がありましたが、財政措置が講じられるのかというのがまだ不

透明なわけです。私の書いている２ページ目のところは、今まで各回の審議において、国

がこの部分は財政措置を講じられるのではないか、あるいは国のこの部分は業務について

引き取って自治体の負担を軽減できるのではないかと申し上げてきたことを１枚にまとめ

たのがこれでございます。できれば財政措置なり負担の軽減の議論を先にやって、国から

どれぐらいのボリュームのお金がくるのかということがわかってから、じゃ、窓口につい

てはこういう形がいいんじゃないかという、議論の順番が逆じゃないかと思っております。 

 モデルの１、２、３については、国から財政措置が全然ない、今の現状をもとにしたモ

デルが出ているわけですので、財政措置がくるということがわかれば、あとは、私は極言

すれば、都道府県の審議会で「県内どうするのだ。国はこれだけ財政の支えがあるのだ」

ということで考えればいい話と思いますので、財政措置の議論を先行させるべきであると。

今、ここでたたき台の何か一つを選ぶということは決めるべきではないという意見です。

以上です。 

○稲継座長 ありがとうございました。 

 どうでしょう、沼尾座長代理。 

○沼尾座長代理 今の圓山委員の御意見なのですけれども、財源がなくては何もできない

というのはそのとおりなのですけれども、今の情勢というのを考えますと、財政措置の議

論からということだとすると、全体の議論自体がストップしてしまうというか、実際に厳

しいのではないかと思います。むしろ、地域の側で、本日上がってきたような、例えば横

の連携での情報の共有ですとか、相談から何とか解決に導くためのルートをどのように確

実につくっていくのかですとか、あるいは、地元でどういうふうに情報を利活用しながら

消費相談と生活相談をつなげていくのか。さらには、事業者に対する法執行というものも

確実にすると。そういったことを可能にするための仕組づくりというのが、それぞれ地域

によって、今ある資源をどう活用するかとか、今ある取組をどう広げるか、あるいは、ま

だ整っていないところをどう整備するか、いろいろあると思うのですけれども、それをや

っていくためには、どういう連携体制、あるいは制度をつくっていくことが必要かという



 32

ところから議論をしていって、それをやるためにはこれだけの財源が必要なんだという財

政需要を出した上で、そこから、では、どういうふうに財源を確保するかということを施

策とセットで提起をしていくという形でないと、財源の確保論を先にやると、実態として

はうまくいかないのではないかと思います。 

○稲継座長 ありがとうございます。 

 ほかに御意見。池本オブザーバー、お願いします。 

○池本弁護士 池本です。 

 私は、たたき台の提案について、広域連合というのもあくまでも選択肢の一つとして位

置付けながら、自治体全体の相談窓口を強化する提案という位置付けで進めるべきだと考

えて、そのあたりで意見を述べたいと思います。 

 もともと埼玉県では、各市町村にそれぞれ相談窓口を、しかも常設的なセンター機能を

持ったものを実現しようということで、県も努力されていたことは、前回報告があったと

思いますし、私たち消費者団体とか弁護士会の側もそれを要望していました。 

 ただ、なかなか小さな自治体のところまで全部センター化することは現実問題としては

難しい。しかも、１人相談員の体制のところでは処理が手薄になって、全体の水準が低下

することも困るという議論をしていました。 

 そこで、当初は、市町村にもセンター設置義務を定めてはどうかという提案や、資格の

ある相談員をきちんと配置して体制をつくる義務という提案もしたのですが、先ほども御

意見があったように、なかなか今の地方分権改革の流れの中で、センター必置ということ

を法的義務として入れるというのは難しいということは感じていました。 

 実は、東北大学の山口准教授を招いて、先般 11 月にシンポジウムをやってディスカッ

ションをしたのですが、山口先生の問題意識も、特に東北地域で小さな自治体が多い実情

を踏まえて、県が入って一緒になって相談窓口をつくってはどうか、それを支えるものと

して市町村のセンター設置義務を定めてはどうか、個別の自治体では無理だから広域連合

にしてはどうか、そういう思考過程なのだということをお聞きしました。財政的な措置は

一般財源でと書いてあるのは、センター設置を義務化しておけば、一般財源からでも回る

だろうという思考過程だったようです。 

 これに対して、仮にセンター設置義務をなしにして、広域連合型でという提案とすると

どうなるか。そうすると、選択肢を幾つ並べても、あくまで参考意見であって、必ずやら

なければいけないというものじゃないとなると、実現はなかなか低調になると思います。

そうすると、制度の提案と、先ほどから議論がある財政措置の２つをセットにすることで

動いていくのかなと思います。 

 それとともに、私はもう一点だけ観点を加えていただきたいと思うのですが、今日の資

料４で配付された中の４ページ、「消費生活相談への対応について」という点です。これ

は消費者が自主交渉をやっても解決困難であるという案件について、県・市町村でどうい

う対応をしているかという質問のはずなのですが、確かに３分の２はあっせん処理をして
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いるとありますが、逆に、３分の１はそれをしていないのです。消費者安全法第８条第２

項では、苦情処理のあっせんは市町村も義務になっているのですが、その義務が履行され

ていないということが正直に吐露されているのですね。 

 そうすると、センター設置義務を新たに法改正で入れることはなかなか難しいとしても、

現行法の消費者安全法第８条にある市町村も苦情のあっせん処理をする義務があるのだか

ら、これを実現するために、いつでも専門家につなげる体制がなければならない。その一

つとして、広域連合もあるでしょうし、あるいは但馬の方式も非常に魅力的な方式だと思

います。埼玉では、委託方式とか協定方式とかいろいろやっているのですが、やはり小さ

い市町同士で協力しても水準が低いままになる。そこをもう一段上げるという意味では、

私は但馬の方式というのも、こんな例がありますという参考例ではなくて、選択肢の一つ

として、あるいはもっとバージョンアップしたものを追求する価値があるのではないか。

そういう選択肢の中へ、圓山委員の案はまだ十分勉強していないのですが、機能するもの

を幾つか提案し、そして財政措置もきちんと講ずる、そういう方向で議論していったらい

いのではないかと思います。以上です。 

○稲継座長 ありがとうございます。では、山口委員。 

○山口委員 圓山先生の案について１つだけ疑問なのが、相談者はそれは消費相談なのか

生活相談なのかというのはわからないのではないですかね。とにかく素朴に相談に来るわ

けですから、窓口を最初から分けるというのは、僕はあり得ないのではないかと思うので

すが。 

○稲継座長 どうでしょう、圓山委員。 

○圓山委員 それは、病気になったときにかかりつけのお医者さんに行く話に似ています。

重い病気の場合、これは総合病院にと紹介状を書いて行くわけです。それは、生活相談窓

口の方が、これは消費相談なので、公用車に乗せて県のセンターに送っていくとか、今や

っているような県と市の連携の中でやっていく、あるいは移送するという形で十分対応で

きると思われます。 

 それから、もう一つ、話は変わりますが、さっきのオブザーバーの御意見のところでち

ょっと疑問に思いました。審議官の事前説明のときにも、事前説明は私と物別れになって

いるのですけれども、そのときのお話でも、広域連合をつくった自治体には財政上の上積

み措置をとって優遇するような説明がありました。今のオブザーバーの御意見の中にも、

広域連携をしたところには財政措置を講ずるという趣旨で話がつながっているのですが、

では、広域連携に入らないところ、例えば仙台市役所は入らないと思いますけれども、差

別するのかという話になると思います。差別的な財政措置なのか、行政需要に応じた一律

の財政措置なのかという辺はどういうお考えなのでしょうか。 

○稲継座長 お願いします。 

○池本弁護士 私は、広域連合が先にありきではなくて、各市町村できちんとしたセンタ

ー機能を持つ体制ができるのであれば、それが望ましいと考えます。一つひとつの自治体
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でできないところは、広域連携なのか広域連合なのか、要するに、住民にとってはいつで

も専門家にきちんと相談できて、解決できる体制をつくる。それをつくるための財政措置

ということで、広域連合だけに特別の優遇という趣旨で発言したわけではありません。 

○圓山委員 そのお話を聞くと、いまの活性化基金の「増大する業務には基金を使えるけ

れども、従来の業務には基金は使えない」という、それと同じ発想のように思われますけ

れども、今、みんなが困っているのは、東京都にしても横浜市にしても、既にできている

センターの体制を維持できない。この財政状況ではどんどん削減するのだというトレンド

をどう止めて、できれば復活したいという話だと思いますが、「ないところにつくる、新

しくするところには措置をする」ということでは足りないんじゃないでしょうか。既存の

センターに対しても、今まで国がしてこなかったツケが回っているわけですので、財政措

置で支えるんだという話になって当然だと思いますけれども、いかがですか。 

○稲継座長 山口委員。 

○山口委員 要するに、財政的に脆弱な、人数が小さい市が、あるいは町が、国からの補

助を受けて端末を置くとか、あるいは連携をするとか、そのための費用を補助してもらう。

それは僕は差別にならないと思うのですが、それは差別なのですかね。 

○圓山委員 財政的に脆弱な小さな市町村だけ援助すればいいという話ではなくて、首都

圏は別ですよ。首都圏以外の地域の大都市や県が財政的に非常に困っているので、その消

費者行政が消滅していくのをどうやって国の財政措置で食い止めるのかというのが今の課

題だと思うのですね。だから、今できている道府県立のセンターや市立のセンターが、だ

んだんなくなっていくというのをどう止めるかではないですか。 

○稲継座長 どうぞ、齋藤審議官。 

○齋藤審議官 まず、出発点は、今、基金があって、基金を使いながら体制を整備してく

ださいということでお願いをしていると。そういう状況の中で進みつつあるのですけれど

も、どうも最後まで進まないネックが残りそうだと。それは、すごく小さな市町村におい

てどういうふうに相談体制をつくっていくかということであると。そこをどうするかとい

うことで、新たな連携体制というものが一つの考え方としてあるのではないかということ

で、たたき台としてお示しをしたということでありまして、そういうものを進めるに当た

って、それが基金との関係でどういう位置付けになるのかはこれからの御議論かと思いま

すけれども、何らかの支援というものは考えられる。あっていいのではないかなと考えて

います。それが既存のものとの間で差別ではないかというのは、またちょっと別の議論で

はないかなと私は思います。 

 それから、もう一つ、菅委員から御質問がありました但馬のホットラインですけれども、

私どもの職員も現地に行って実態等をよく聴いてまいったのですが、当初２年ということ

で発足したそうでございますけれども、まだ１年ちょっと経っておりませんけれども、か

なり効果が上がっているということで、是非続けたいというのは現場の方の御意向だと伺

っております。県としてどう判断するかはまたあり得ると思いますけれども。 
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○稲継座長 ありがとうございます。では、田中委員。 

○田中委員 広域連合について、行政について詳しくないとわからない点があるのかなと、

先ほど奥山委員のお話を聞きながら感じたわけですけれども、私なりに広域連合について

考えると、消費者行政は、相談だけじゃなくていろいろな部門との関連、特に私ども消費

者団体ですから、環境とか、食育とか、厚生労働省関係、そういうところとの関係もある

わけですけれども、またそれ自体が生活の中の一部なわけですから、消費者行政だけが離

れてしまうと、そことの連携はどうなるのかとか、あるいは、例えば、今、既にそれぞれ

の県で庁内で推進本部とかできて、庁内連携を持とうとしているところ、そこから離れる

と、庁内連携というのはとれるのかとか、いろいろな課題があるのではないかなと考えま

す。 

 それと、例えば、私は熊本市の方に所属して相談を受けておりますが、では、熊本市は、

今、センターとしてありますけれども、広域連合に入るときに、熊本市の形態はどうなる

のだろうかということで、それぞれセンター、あるいは消費者行政の部門がここの中に入

っていくことで、行政側はどうなのかという、そこのところがよく理解できないところが

ありまして、もっと行政関係に詳しい先生方と、今の実態と広域連合とを結び付けたとき

にどうなるかというところを考えていただかないと、相談だけだと連携でいいのかなと思

いますけれども、消費者行政自体がもっと広い分野じゃないかと思いますので、その辺が

まだ理解できないなと思っているところです。 

○稲継座長 非常に重要な御指摘だと思います。ほかに。矢野委員、お願いします。 

○矢野委員 今の田中委員の御質問、御意見に関連してなんですが、本日、参考資料３で、

消費者庁の方から実際の具体例が広域連携なり広域連合という、自治法上は広域連合と位

置付けられているのもあるようなのですが、その３ページのところに、２つの地域で地方

自治法第 284 条第３項の広域連合というのが書かれています。このあたりの、実際の法令

上は広域連合をどのように位置付けられているのか、今回でなくてもいいですので、次回

の議論のときに少し資料説明をしていただいて、改めて今日たたき台に出ている広域連合

というものがその辺とどう接点があるのか、もう少しわかるようにしていただけるとあり

がたいなと思っております。 

○稲継座長 お願いします。 

○齋藤審議官 今の御指摘、ありがとうございました。御指摘いただきましたように、消

費者行政に関する広域連合ということでは、全国では鈴鹿、亀山の広域連合というのが唯

一の事例になっております。鈴鹿、亀山では、消費者行政だけではなくて、他の行政分野

も含んだ形の広域連合になっております。法令上の根拠は、ここに書いてあるとおり、自

治法上の第 284 条第３項に基づく広域連合ということでございますけれども、御質問の趣

旨は、恐らく実態はどうなっているのかということをもう少し詳しく知る必要があるので

はないかという御指摘かと思いますので、その点は次回までに調べて、御報告できるよう

にしたいと思います。 
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○矢野委員 併せて自治法に基づいている条項文も出していただきたい。 

○稲継座長 これは御用意をお願いします。 

 広域連合は、動かしているところの首長さん方にお話をお聞きすると、どこも大変だと

いうことをお聞きするので、広域連合ありきという議論には多分ここの答申はならないの

ではないかなと私自身は思っております。新たな連携体制という非常にソフトな形での提

案が前面に出てきて、ほかにこういう可能性もありますよということで、広域連合とか、

ほかのものを補足的に書くことはあり得ても、広域連合をやるべきだとか、そういうこと

を専門調査会の方から出すと、全国の自治体から総反発を食らうようなことになってしま

うんじゃないかなと、私自身は広域連合を動かしていく首長さんたちと話していて感じる

ところです。 

 ほかに何かございますでしょうか。国府委員、お願いします。 

○国府委員 圓山先生から出していただいている資料 10 について、これまで十分議論さ

れていなかったのですが、センターを設置できない小規模市町村に対して、県が直轄で相

談業務も受託するべきだという圓山先生の意見は、ある一面正しいというか、非常に現状

に即しているのではないかと思っています。京都府などは実際このやり方でやっているん

ですね。今、全国各市町村にあまねく消費生活相談センターをという掛け声はいいんだけ

れども、それでやっていったときに、市町村にそれが整備されたから、都道府県は引いて

いくんだということがあってはいけない。消費者相談というのは広域的だし専門的だとい

う側面があるわけですから、本来的に都道府県の責任というものが重要だと思います。 

 そういう意味で、事務局のたたき台も、広域連合という形でしたが、県と市町村がネッ

トワークを組みながらやっていくというところに、私はこの提案の一つの肝があるような

気がします。そういう意味で、奥山委員から出されている資料９、これを是非たたき台に

盛り込んでいただきたいと思っています。その第２項の３行目のあたりのところ、「これ

らの課題解決には、県を中心に域内の自治体の参加による広域的なネットワークを構築し、

広域単位で県消費生活センターのサテライト的な機関を設置するなど、自治体窓口と県の

専門性の連携を基本とした相談支援・被害救済体制を構築することが有効と考える」と書

かれていますように、やはり県が責任を持ってその地域のサポートをしていくというとこ

ろは欠かせないのではないかと思っております。 

○稲継座長 ありがとうございます。ほかに。たくさん挙がっています。下谷内委員の方

から。 

○下谷内委員 広域連合にしろ、いろいろな形になるにしろ、先ほど池本オブザーバーが

おっしゃられたように、消費者庁ができるに当たりまして、住民が身近で受けられるとこ

ろで、ワンストップサービスを非常に重要な課題として挙げられていたと思います。それ

を踏まえまして、住民が身近に相談ができて、解決が図られて、被害の救済がされる。そ

れが安心・安全な生活につながるというような形だったと理解しております。安全法の中

にも、そのために消費生活センターだとか消費者相談窓口の設置というのが書かれたと思
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っております。したがいまして、どのような形になりましても、市町村におきまして、専

門の相談員だとか職員が必要なのではないかと思います。勿論ＰＩＯ－ＮＥＴもそうなの

ですが。 

 そういたしますと、国民生活センターの巡回相談の皆さんの御意見を拝見いたしますと、

巡回相談にいらしたところというのは、本当に窓口しかないようなところだとか、相談員

さんも、かろうじて１週間に１回いらっしゃるようなところだとかも伺っております。そ

の中で、今回、書かれておりますのを拝見いたしますと、そこで啓発も必要ですし、その

中で、相談をどう受けとめて、どのように解決をして、そしてそれが住民の皆さん方への

安全で公平な生活につながるのではないかなと非常に強く感じました。 

 したがいまして、どんな形にしろ、センターという義務付けは非常に難しいだろうと思

います。窓口というのであれば、私は「よろず相談窓口」、どうも名前が好きではないん

ですが、何か違う名前ができるのではないかと思うのですけれども、特別相談とかという

のを市町村はよくやっておりますので、その中にも専門の消費生活相談がいることは必要

なのではないかと。私どもとしては、専門の相談員、専門の職員、そしてＰＩＯ－ＮＥＴ

の設置というふうに考えて、ずっと訴えてまいりました。 

 ですから、先ほどの財源等につきましても、国の財産でありますＰＩＯ－ＮＥＴの情報

というところには十分に国の財源をつけていただくことが１点と、今の活性化基金、「光

交付金」等につきまして、十分な利用活用を首長さんがしていただくということをやって

いただかなければいけないのではないかな。そうすると、それが平成 24 年以降の財政の

補強になるのではないかな。どうあるべきかという形にもつながるのではないかなと感じ

ております。意見です。 

○稲継座長 ありがとうございます。では、山下委員。 

○山下委員 まとめ方の件なのですが、圓山先生から、第４の案としてというお話があっ

たんですが、私はこれはちょっと性格が違うのではないかと思っていて、広域連携の事務

局の案というのは、今、相談窓口がないというところをどうやってカバーするかというお

話なのに対して、圓山先生のは、どちらかというと、複数のところがカバーできそうなと

ころをどういうふうに切り分けていくか。要するに、１の方は、生活相談と消費相談をど

う分けるかというお話と、２の方は、ゾーニングというか、地域を区切っていって、ここ

はどこがやってもらいましょうという管轄の分け方の問題なので、これは両立するといい

ますか、要するに、連携をするとどうしても競合する部分というのが出てきてしまうのだ

けれども、そのときに片方を単に削るのではなくて、例えば、こういう分け方をして、協

力し合ってはどうですかというモデル案としてお示しになるのといいのではないかと思い

ますので、事務局の案にそのまま第４案と付けるよりは、連携したときの競合した部分の

解消の仕方とかという別の項目を立てて、さらにモデルを詰めていただくといいのではな

いかと思ったというのが意見でございます。 

○稲継座長 おっしゃるとおりですね。どうぞ、圓山委員。 
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○圓山委員 今の御意見、よくわかりました。 

 それから、事務局に対して、素案のまとめ方について、お願いが１点あります。 

 この調査会のとりまとめをしていくに当たって、多分方向性が２つあると思うのですね。

今、財政的に疲弊している自治体に国がどんな救いの手を差しのべるのかというのが第１

の方向性で、国が自治体にただ乗りしている分については、国がしっかりお金を出す。国

が自治体に押し付けている業務については、役割分担を見直して、負担を軽減する。その

ために国は何を制度改正したらよいのかというのが１つ目の方向性だと思います。 

 ２つ目の方向性は、国が自治体にただ乗りや押し付けしている構造を続けたままで、自

治体にもっと働けと言うという提言の方向性もあると思いますし、この調査会の議論でも

時々感じるところではございました。勿論どちらか１つと申し上げているのではないです

が、せっかくここは国の審議会なのですから、自治体がどうするかというのは都道府県レ

ベルの審議会でやればいい話なので、この審議会でないと、国の審議会でないと国の制度

改正の話はできないわけですから、今申し上げた第１の方向性について、しっかりこれか

ら議論をしていって、素案を提言に深めていくという形で是非お願いをしたいなという意

見です。 

○稲継座長 ありがとうございました。では、田中委員。 

○田中委員 最後に申しわけありません。資料 13 で「小規模相談窓口の相談の現状」を

提出しています、ここでも確かに「よろず相談窓口」という表現は余り好きではありませ

ん。私も同感なのですが、このような場所であっても、解決困難というか、相談員が頑張

って対応しているという状況のものを書いております。これも、巡回相談でバックアップ

していただくとか、国民生活センターに相談しながらやっていくとかということで、それ

ぞれの窓口での相談は内容を選んで来るわけではありませんし、また、そこの相談員の能

力によって対応が違ってくるということにもなるかもしれませんけれども、それはバック

アップということでフォローできているのではないかと思います。「よろず相談窓口」と

いうよりも、消費者相談窓口を置いた結果、よろずの相談も入るということで、イメージ

をもう少し消費者相談というのを前面に出していただければと思います。 

○稲継座長 ありがとうございました。 

 いろいろ貴重な御意見を出していただきました。親委員会の方からは、両論併記ではな

く、必ず１本にまとめて出せときつく命じられておりますので、何とか専門調査会の意見

をとりまとめてまいりたいと思います。本日の議論を整理して、今後の検討に活かしてい

きたいと思います。 

 なお、次回の専門調査会まで時間がございますので、その後、お気付きの点や何か御意

見等がございましたら、事務局もしくは私までお寄せください。 

 本日の議題は以上でございます。 

 

≪４．閉 会≫ 
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○稲継座長 最後に、事務局から、次回日程についてお願いいたします。 

○原事務局長 どうもありがとうございました。 

 次回の専門調査会は、年明け１月 25 日火曜日の午後３時からを予定しております。内

容としては、報告書案のポイントとなるべき項目や、考え方を整理した素案について御審

議をいただく予定です。 

 今後のスケジュール案については、資料８としてお配りしております。大変今日も活発

な御意見をいただきまして、事務局としても、盛り込むべき内容とか、進め方について、

さらに努力を重ねてまいりたいと思っておりますので、どうぞ御協力よろしくお願いした

いと思います。どうもありがとうございました。 

○稲継座長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。どうもありがとうご

ざいました。 

 

以 上 


